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～ ま え が き ～

この交通安全実施計画は、第８次の「徳島県交通安全計画」（平成１８年度

～平成２２年度）の着実な推進のため、平成２２年度の県内における陸上交通

の安全に関し、県及び国の指定地方行政機関等が実施する具体的な施策につい

て、その計画を定めたものです。

平成２１年中の徳島県における交通事故は、

発生件数 ５，５０９件（前年比 －２５１件 － ４．４％）

死 者 数 ４８人（前年比 ＋ ６人 ＋１４．３％）

傷 者 数 ６，７６２人（前年比 －２７９人 － ４．０％）

であり、前年と比較して発生件数、傷者数は減少し、死者数は増加しました。

死者数４８人は、道路交通法が施行された昭和３５年以降では、前年に次ぐ

２番目に少ない死者数となり、第８次の「徳島県交通安全計画」の中で設定し

た「年間の交通事故死者数を５０人台前半、可能な限りゼロにする。」という

数値目標を２年連続して達成することができました。

しかしながら、未だに多くの方が交通事故により尊い命をなくされており、

高齢化の進行や免許人口の増加等、本県を取り巻く交通環境は、極めて厳しい

状況であり、真に効果的で効率的な各種施策を推進するなど、より一層の努力

をしなければなりません。

こうしたことから、悲惨な交通事故を防止し、県民が安全で安心できる交通

環境を確立するため、人命尊重の理念に基づき、究極的には交通事故のない社

会を目指すため、各種の施策を本実施計画において定め、県及び指定行政機関

等が相互に緊密な連携を図りつつ、また、市町村をはじめ各交通関係機関・団

体の協力のもとに、総合的な交通安全対策を計画的に推進することといたしま

した。

徳島県交通安全対策会議

会 長 飯 泉 嘉 門
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項 目 １ 道路交通環境の整備 機 関 名 県土整備部道路総局道路整備課

警察本部交通規制課

種 別 (1) 人優先の安全・安心な歩行 四国地方整備局徳島河川国道事務所

空間の整備

細 目 ア 通学路等の歩道整備等の推進

イ 生活道路における交通安全対策の推進

ウ バリアフリー化をはじめとする歩行空間等の整備

計画の実施方針及び概要（平成２２年度）

ア 通学路等の歩道整備等の推進

小学校、幼稚園、保育所及び児童館等に通う児童や幼児の通行の安全を確保す

るため、押ボタン信号機、歩行者用灯器等の整備、横断歩道等の拡充により、通

学路、通園路の整備を図る。また、児童や幼児の通行の安全を確保するため、通

学路の歩道整備等を積極的に推進する。

イ 生活道路における交通安全対策の推進

公安委員会及び道路管理者が連携して、あんしん歩行エリア内の生活道路を中

心に、道路標識・道路標示の高輝度化等の安全対策を実施するほか、高齢者、障

害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成１８年法律第９１号。以下「法」

という。）により、特定道路を中心に、音響信号機、高齢者等感応信号機、歩行

者感応信号機等のバリアフリー対応型信号機の整備、歩行者と車両の通行を時間

的に分離して歩行者と自動車との事故を防止する歩車分離式信号の導入を推進す

る。

また、あんしん歩行エリア以外の通学路及び生活道路等においても、「生活道

路事故抑止対策マニュアル」を活用するなどして公安委員会と道路管理者が連携

し、自動車の速度の抑制、道路形状や交差点の存在の運転者への明示、歩車の通

行区分の明示等を進め、歩車が共存する安全で安心な道路空間を創出するための

取組を推進するなど、交通事故抑止のための施策を実施する。

ウ バリアフリー化をはじめとする歩行空間等の整備

歩行者及び自転車利用者の安全で快適な通行を確保するため、歩行者等の交通

事故が発生する危険性の高い区間等について、自転車・歩行者道等の整備を引き

続き重点的に実施する。

公安委員会においては、道路標識の高輝度化・大型化・自発光化、設置場所の

統合・改善、道路標示の高輝度化を行い、見やすく分かりやすい道路標識・道路

標示とするなど視認性の向上を図る。

また、バリアフリー対応型信号機等を整備するとともに、信号灯器のＬＥＤ化、

道路標識の高輝度化等を推進する。

特に、法に基づき、重点整備地区に定められた駅の周辺地区等においては、道

路横断時の安全を確保する機能を付加したバリアフリー対応型信号機等の整備が

面的かつネットワークとして行われるよう配慮する。
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○ 公安委員会所管による交通安全施設等整備事業（県単２２年度）
(単位：千円）

事 業 内 容 事 業 費

信号機の新設・改良等 ２２１，２０７

道 路 標 識 ７２，１４４

道 路 標 示 ５６，４６０

そ の 他 １，４１７

合 計 ３５１，２２８

※ 主な事業の概要

・ 更新事業としては、老朽機器等の更新

・ 道路の新設改良等に伴う交通安全対策として信号機の新設９基

交通安全施設等整備事業（補助２２年度） (単位：千円）

事 業 内 容 事 業 費

交 通 管 制 関 係 ６１，４４８

信号機の新設・高度化 ６４，８８４

道 路 標 識 ４，５１２

そ の 他 ３，６９２

合 計 １３４，５３６

※ 主な事業の概要
・ 交通管制システムの高度化
・ 信号機の新設及び高度化改良

○ 道路管理者（県）所管による交通安全対策事業（県単）
（単位：千円）

工種 事業量 ２２年度計画（１４ヶ月予算）

自転車・歩行者道 ２．９㎞ ３５３，０００

交差点改良 ３箇所 ２５，０００

視距改良 0.26㎞ ４３，０００

路肩改良 0.60㎞ １１５，０００

道路照明 ５６本 ３２，０００

その他（防護柵・区画線等） ２３２，０００

合計 ８００，０００
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○ 道路管理者（県）所管による交通安全対策事業（補助）
（単位：千円）

２ ２ 年 度 計 画
工 種 単位

事 業 量 事 業 費

自 転 車 ・ 歩 行 者 道 ｋｍ １．４ ７９６，４２８

交 差 点 改 良 箇所 １ ４１，８００

電 線 共 同 溝 ｋｍ ０．１ ８３，６００

簡 易 パ ー キ ン グ 箇所 １ ８８，８２５

合 計 １，０１０，６５３

○ 道路管理者（国土交通省）所管による交通安全対策事業

２２年度計画
工種 単位

事業量

一種 自転車歩行者道 ㎞ １．４

二種 基 ８照明灯 単独

防護柵 ｍ ３，０００

道路標識 本 ２００

区画線 ㎞ ９４，０

視線誘導標 本 １，０００

交通安全実施計画の実績（平成２１年度）

○ 公安委員会所管による交通安全施設等整備事業（県単・２１年度）
(単位：千円）

事 業 内 容 事 業 費

信 号 機 の 改 良 等 ４４８，３３５

道 路 標 識 ５０，２３２

道 路 標 示 ５７，８４０

そ の 他 ２，１１９

合 計 ５５８，５２６

※ 主な事業の概要

･ 老朽機器等の更新

･ 道路の新設改良等に伴う交通安全対策として信号機の新設７基
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交通安全施設等整備事業（補助・２１年度） (単位：千円）

事 業 内 容 事 業 費

交 通 管 制 関 係 １１２，７３４

信号機の新設・高度化 ７９，２８０

道 路 標 識 ５，５０４

そ の 他 ４，８７８

合 計 ２０２，３９６

※ 主な事業の概要

・ 交通管制システムの高度化

・ 信号機の新設及び高度化改良

○ 道路管理者（県）所管による交通安全対策事業（県単）
（単位：千円）

工種 事業量 ２ １ 年 度 実 績

自転車・歩行者道 ０．２㎞ ２８，６３４

交差点改良 １箇所 ８，２１８

道路照明 １４本 ７，８８５

その他（防護柵・区画線等） ２１４，１５３

合 計 ２５８，８９０
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○ 道路管理者（県）所管による交通安全対策事業（補助）
（単位：千円）

２ １ 年 度 実 績
工 種 単位

事 業 量 事 業 費

自 転 車 ・ 歩 行 者 道 ｋｍ ２．２ １，８８４，１００

交 差 点 改 良 箇所 １ ５４，０００

電 線 共 同 溝 ｋｍ ０．３ ２９０，０００

簡 易 パ ー キ ン グ 箇所 １ １２０，０００

合 計 ２，３４８，１００

○ 道路管理者（国土交通省）所管による交通安全対策事業

２１年度実績
工種 単位

事 業 量

一種 自転車歩行車道 ㎞ ２．５

二種 照明灯 単独 基 ３

防護柵 ｍ ２，５５８

道路標識 本 ８

区画線 ㎞ ８４．６

視線誘導標 本 ３１１
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項 目 １ 道路交通環境の整備 機 関 名 県土整備部道路総局道路政策課

県土整備部道路総局道路整備課

種 別 (2) 道路ネットワークの整備と 県土整備部都市計画課

規格の高い道路の利用促進 四国地方整備局徳島河川国道事務所

細 目 ア 適切に機能分担された道路網の整備

イ 改築による道路交通環境の整備

計画の実施方針及び概要（平成２２年度）

ア 適切に機能分担された道路網の整備

(ｱ) 自転車、自動車、歩行者等を分離し、交通流の純化を促進するため、自転車・

歩行者道等の整備を積極的に推進する。

(ｲ) 一般道路に比較して死傷事故発生率が低く安全性の高い地域高規格道路等の整

備を推進し、より多くの交通量を分担させることにより道路ネットワーク全体の

安全性を向上させる。

(ｳ) 通過交通の排除と交通の効果的な分散により、市街地における道路の著しい混

雑、交通事故の多発等の防止を図るため、バイパス及び環状道路等の整備を推進

する。

イ 改築による道路交通環境の整備

歩行者及び自転車利用者の安全と生活環境の改善を図るため、歩道等を設置する

ための既存道路の拡幅などの道路交通の安全に寄与する道路の改築事業を積極的に

推進する。

県では、交通事故の多発を防止するため、通過交通の排除、交通の効果的な分散

により、安全かつ円滑な交通を確保する必要から、下表の道路事業によりバイパス

整備及び現道拡幅等の道路整備を推進する。

(ｱ) 道路事業 （単位：千円）

種 別 事業費(1４ヶ月予算)

道 路 改 築 ２，６６８，１８５
国

特 殊 改 良 ６９，５５０
補

緊急地方道路整備 ６，６１５，８９５

県 道 路 局 部 改 良 ２，５１３，０００

単 橋 梁 架 換 ０

合 計 １１，８６６，６３０

(ｲ) 街路事業 （単位：千円）

種 別 事業費

道 路 事 業 ７０７，２５０
国

鉄 道 高 架 １０，７００
補

緊急地方道路整備 ４，１９０，４５０

県 単 街 路 ４３，８００

合 計 ４，９５２，２００
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交通安全実施計画の実績（平成２１年度）

○ 道路事業 （単位：千円）

種 別 事 業 費

道 路 改 築 ５，２１０，０００
国

特 殊 改 良 ７６，０００
補

緊急地方道路整備 ７，８５９，５００

県 道 路 局 部 改 良 ２，４４５，１６９

単 橋 梁 架 換 ０

合 計 １５，５９０，６６９

○ 街路事業 （単位：千円）

種 別 事 業 費

道 路 事 業 ７１１，０００
国

鉄 道 高 架 ７，４７０
補

緊急地方道路整備 ３，３００，０００

県 単 街 路 １０３，７５５

合 計 ４，１２２，２２５
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項 目 １ 道路交通環境の整備 機 関 名 県土整備部道路総局道路整備課

警察本部交通規制課

種 別 (3) 交通安全施設等整備事業の 四国地方整備局徳島河川国道事務所

推進

細 目 ア 歩行者等の安全通行の確保

イ 幹線道路等における交通の安全と円滑の確保

ウ ＩＴ化の推進による安全で快適な道路交通環境の実現

エ 信号灯器のＬＥＤ化による信号機の整備・改良

計画の実施方針及び概要（平成２２年度）

ア 歩行者等の安全通行の確保

死傷事故発生割合の高い地区を指定したあんしん歩行エリアにおいて、面的かつ

総合的な事故抑止対策を実施し、エリア内の死傷事故の抑止を図る。また、高齢者、

障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成１８年法律第９１号）により、

特定経路を構成する道路において、バリアフリー対応型信号機の整備等歩行空間の

バリアフリー化を推進する。

イ 幹線道路等における交通の安全と円滑の確保

死傷事故発生率が高く、又は死傷事故が多発している場所を指定し、集中的に交

通安全施設等を整備し、対策実施箇所の死傷事故の抑止を図る。

ウ ＩＴ化の推進による安全で快適な道路交通環境の実現

信号機の高度化等により、死傷事故の抑止、対策実施箇所における通過時間の短

縮等を図る。また、光ビーコンの整備拡充、交通管制センターの高度化等の新交通

管理システム（ＵＴＭＳ）の推進を図るとともに、情報収集・提供環境の拡充等に

より、道路交通情報提供の充実等を推進する。

エ 信号灯器のＬＥＤ化による信号機の整備・改良

信号灯器のＬＥＤ化による新設・改良については、交通事故の多発地点、道路の

改良等に伴う交通量の増大等により交通の危険が予想される交差点、通学路・通園

路、高齢者の歩行者が多い横断歩道等を中心に、その設置効果を検討して計画的な

整備を推進する。

ＬＥＤ式信号灯器（三色灯器）の整備状況

年 度 別 整備数（累計） 備 考

平成２１年度末 ３，４２７灯 全灯数７，９８８灯

平成２２年度末（予定） ３，６５０灯
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交通安全実施計画の実績（平成２１年度）

○ ＩＴ化の推進による安全で快適な道路交通環境の実現

年 度 別 光ビーコンの整備数

平 成 ２ ０ 年 度 末 ３５２

平 成 ２ １ 年 度 末 ３６１

○ 信号灯器(三色灯器）のＬＥＤ化による信号機の整備・改良

年 度 別 整 備 数 備 考

平 成 ２ ０ 年 度 末 ２，６２２灯 全灯数７，９５２灯

平 成 ２ １ 年 度 末 ３，４２７灯 全灯数７，９８８灯
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項 目 １ 道路交通環境の整備 機 関 名 警察本部交通規制課

警察本部高速道路交通警察隊

種 別 (4) 効果的な交通規制の推進

細 目 ア 地域の特性に応じた交通規制

イ 安全で機能的な交通確保のための交通規制

ウ 幹線道路における交通規制

エ 高速道路における交通規制

計画の実施方針及び概要（平成２２年度）

ア 地域の特性に応じた交通規制

主として通過交通の用に供される道路については、駐停車禁止、転回禁止、指定

方向外進行禁止、進行方向別通行区分等交通流を整序化するための交通規制を、ま

た、主として地域交通の用に供される道路については、一方通行、指定方向外進行

禁止等を組み合わせ、通過交通を抑制するなど、良好な生活環境を維持するための

交通規制を、さらに主として歩行者及び自転車利用者の用に供される道路について

は、歩行者用道路、車両通行止め等歩行者及び自転車利用者の安全を確保するため

の交通規制を強化する。

イ 安全で機能的な交通確保のための交通規制

安全で機能的な交通を確保するため、計画的に交通規制を推進し、交通流・量の

適切な配分・誘導を図る。また、路線バス等大量公共輸送機関の安全・優先通行を

確保するための交通規制を積極的に推進する。

ウ 幹線道路における交通規制

幹線道路においては、交通の安全と円滑化を図るため、道路の構造、交通安全施

設の整備状況、交通の状況等を勘案しつつ、速度規制及び追越しのための右側部分

はみ出し通行禁止規制等について見直しを行い、その適正化を図る

エ 高速道路における交通規制

交通流の変動、道路構造の改良状況、安全施設の整備状況、交通事故の発生状況

等を総合的に勘案して、交通実態に即した交通規制となるよう見直しを推進する。

交通事故、異常気象等の交通障害発生時においては、その状況に即した臨時交通

規制を迅速かつ的確に実施し、二次障害の防止を図る。
また、交通規制に伴う広範囲な情報を早期に収集し、迅速な広報等を行い関連道

路に及ぼす影響を最小限にとどめる。
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交通安全実施計画の実績（平成２１年度）

○ 公安委員会の行う交通規制の実施状況

区 分 箇 所 距離 ・本数種 別

横 断 歩 道 ４８ ６３本

自 転 車 横 断 帯 ３６ ４９本

駐 車 禁 止 ４３ ５８，１０６ｍ

一 時 停 止 １２４ １５９本

自転車歩道通行可 ５ ２，４７０ｍ

○ 高速道路等における臨時交通規制

路 線 別 規制区分 回 数 延べ時間

速度規制 ６４１
徳 島 自 動 車 道 ８４０時間０１分

通行止め １２

速度規制 ２４８
高 松 自 動 車 道 ４４４時間１５分

通行止め ４

速度規制 ５５
神戸淡路鳴門自動車道 ２４５時間１５分

通行止め １

合 計 ９６１ １５２９時間３１分
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項 目 １ 道路交通環境の整備 機 関 名 県土整備部道路総局道路整備課

警察本部交通規制課

種 別 (5) 地域住民等と一体となった 四国地方整備局徳島河川国道事務所

道路交通環境の整備

細 目 ア 道路交通環境整備への住民参加の促進

イ 総合的・集中的な対策の実施

計画の実施方針及び概要（平成２２年度）

ア 道路交通環境整備への住民参加の促進

安全な道路交通環境の整備に当たっては、道路を利用する人の視点を生かすこと

が重要であることから、地域住民や道路利用者の主体的な参加の下に交通安全施設

等の点検を行う交通安全総点検を積極的に推進するとともに、道路利用者等が日常

感じている意見について、標識ＢＯＸ、道の相談室等を活用して取り入れ、道路交

通環境の整備に反映する。

また、安全な道路交通環境の整備に係る住民の理解と協力を得るため、事業の進

捗状況、効果等について積極的に公表する。

交通の安全は、住民の安全意識により支えられていることから、安全で良好なコ

ミュニティの形成を図るために、交通安全対策に関して住民が計画段階から実施全

般にわたり積極的に参加できるような仕組みをつくり、道路管理者と住民の連携に

よる交通安全対策を推進する。

イ 総合的・集中的な対策の実施

外周を幹線道路に囲まれている等、まとまりのある住区や中心市街地、商店街の

街区などにおいて、道路交通環境整備を集中的に実施する。

交通安全実施計画の実績（平成２１年度）

○ 通学路安全点検

参 加 者
実施箇所

一 般 警 察 管 理 者 計

上半期 ３校区 １１ ８ ６ ２５

下半期 ３校区 １８ ８ ５ ３１
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項 目 １ 道路交通環境の整備 機 関 名 県土整備部道路総局道路整備課

警察本部交通規制課
種 別 (6) 効果的で重点的な事故対策 四国地方整備局徳島河川国道事務所

の推進

細 目 ア 交通事故対策の重点実施
イ 事故危険箇所対策の推進
ウ 連絡会議等の活用
エ 交通安全施設等の整備
オ 地域に応じた安全の確保
カ 交通事故多発地域における重点的交通規制
キ 重大事故の再発防止

計画の実施方針及び概要（平成２２年度）

ア 交通事故対策の重点実施
幹線道路における交通事故が特定の区間に集中していることから、より効果的で

効率的に交通事故を削減するため、「優先度明示方式」により、死傷事故率等や歩
行者事故等、特定事故の発生割合が高い区間を抽出し、歩道整備等による交通事故
防止対策を重点的に実施する。

イ 事故危険箇所対策の推進
死傷事故率が高く、または死傷事故が多発している交差点・単路を指定した「事

故危険箇所」においては、公安委員会及び道路管理者が連携し、歩道整備、信号機
の新設・高度化、歩車分離式信号の運用、道路標識の高輝度化等の対策を推進する。

ウ 連絡会議等の活用
「道路交通環境整備連絡会議」やその下に設置される「アドバイザー会議」を活

用し、学識経験者のアドバイスを受けつつ施策の企画、評価、進行管理等に関して
協議を行い、的確かつ着実に安全な道路交通環境の実現を図る。

エ 交通安全施設等の整備
道路の構造及び交通の実態を勘案して、交通事故が発生する危険性が高い場所等

に信号機等を整備する。

オ 地域に応じた安全の確保
沿道の地域の人々のニーズや道路の利用実態、交通流の実態等を把握し、その特

性に応じた道路交通環境の整備を行う。

カ 交通事故多発地域における重点的交通規制
交通事故の多発する地域、路線等においては、最高速度の指定、追越しのための

右側部分はみ出し通行禁止等の効果的な交通規制を重点的に実施する。

キ 重大事故の再発防止
社会的に大きな影響を与える重大事故が発生した際には、速やかに当該箇所の道

路交通環境等事故発生の要因について調査して、発生要因に即した所要の対策を早
急に講ずることにより、当該事故と同様の事故の再発防止を図る。

交通安全実施計画の実績（平成２１年度）

○ 国道１９２号の吉野川市鴨島町上下島において、歩道の整備等を行った。

○ 県道鳴門池田線の美馬市美馬町長畑において、自歩道の整備を行った。
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項 目 １ 道路交通環境の整備 機 関 名 警察本部高速道路交通警察隊

西日本高速道路株式会社

種 別 (7) 高速自動車国道等における 本州四国連絡高速道路株式会社

事故防止対策の推進

細 目 ア 事故削減に向けた総合的施策の集中的実施

イ 安全で快適な交通環境づくり

ウ 大震災発生時における道路被害の早期把握

計画の実施方針及び概要（平成２２年度）

一般道路における交通安全施設整備との連携を図りつつ、交通安全施設等の整備計

画を計画的に進めるとともに、適切な道路の維持管理、道路交通情報の提供等を積極

的に推進する。

ア 事故削減に向けた総合的施策の集中的実施

安全で円滑な自動車交通を確保するため、特に雨天時の安全性向上を図ることを

目的として、高機能舗装（排水性舗装）、高視認性区画線の整備等を実施する。ま

た、トンネル内の視認性向上のため、区画線を更新する。

イ 安全で快適な交通環境づくり

安全で快適な走行環境を確保するため、交通安全キャンペーン時に、関係団体と

連携し、交通事故の大きな原因であるパンクと落下物対策として、タイヤと積載方

法の点検を実施する。

異常気象発生に際しては、速やかに対応できる体制を構築するとともに、交通状

況や気象状況の情報を速やかに収集し、通行車両に広報し安全走行を確保する。

試行の取り組みとして、複合商業施設において高速道路の交通情報の案内を実施

する。

また、高速道路交通安全協議会等と連携し、各種交通安全運動の推進など交通安

全啓発活動を活発に行い、高速道路利用者の交通安全意識の高揚を図り、高速道路

の交通安全を確保する。

ウ 大震災発生時における道路被害の早期把握

大震災発生に際しては、緊急交通路の確保を図るとともに、被災地方面への車両

を排除する。
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交通安全実施計画の実績（平成２１年度）

○ 道路の改良等

・徳島自動車道 上り線 脇町～土成間に「ゆずり車線」約１．２㎞を設置

・高松自動車道 板野ＩＣ入口一般レーンへのＥＴＣ設備増設（バックアップとし

て運用）

・神戸淡路鳴門自動車道 鳴門ＩＣ出口一般レーンへのＥＴＣ設備増設

○ 高機能舗装、高視認性区画線の整備状況

【徳島自動車道】

・ 徳島～美馬間において、高機能舗装約６ kmを整備

【神戸淡路鳴門自動車道】

・ 高視認性区画線

上り１．４㎞、下り０．４㎞を実施

・ 高機能舗装

上り１．４㎞、下り０．４㎞を実施

・ 高輝度反射体取付

下り０．８ kmを実施

・ 導流レーンマーク

下り０．４㎞を実地

○ 逆走事故防止

【神戸淡路鳴門自動車道】

・ 鳴門ＩＣ及び鳴門北ＩＣ流出ランプ部に逆走防止装置の整備を実施

・ 鳴門ＩＣ上り線流入ランプ本線合流部に路面表示及びポストコーン設置

【高松自動車道】

・ 鳴門西ＰＡ（上下）入口付近、板野ＩＣ流出ランプに逆走警告装置を設置

・ ＩＣ、ＰＡからの合流部に逆走防止対策として、ポール、路面標示（矢印）を

設置

【徳島自動車道】

・ 上板ＳＡ（上下）入口付近、吉野川ＳＡ（上下）入口付近に逆走警告装置を設

置

・ ＩＣ、ＳＡからの合流部に逆走防止対策として、ポール、路面標示（矢印）を

設置

○ タイヤと積載方法の点検実施状況

・ 春、秋、冬季の交通安全キャンペーン実施時に併せてＪＡＦによるタイヤ点検

実施

・ 高速道路交通警察隊による積荷点検の実施

○ 過積載対策防止キャンペーン実施状況

・ 平成２１年１１月４日国道１９２号川島検問所において、過積載取締りに参加

・ 徳島県警察本部高速道路交通警察隊と連携し、車両制限令違反車両の取締りを

実施

（平成２１年１１月１２・１３日：徳島道 徳島ＴＢ、１１月２５日：鳴門北

ＩＣ、平成２２年３月８日：高松道 板野ＩＣ）

○ 交通安全啓発活動

・ 春、秋の交通安全キャンペーン実施

・ 冬季（冬至）の交通安全キャンペーン実施

・ 交通安全運動期間中に道路情報板により啓発活動実施
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項 目 １ 道路交通環境の整備 機 関 名 警察本部交通規制課

四国総合通信局

種 別 (8) 高度道路交通システムの活

用

細 目 ア 道路交通情報通信システムの整備

イ 新交通管理システムの推進

計画の実施方針及び概要（平成２２年度）

ア 道路交通情報通信システムの整備

道路利用者の多様なニーズに応え、道路利用者への適切な道路交通情報等を提供

する道路交通情報通信システム（ＶＩＣＳ）等の整備・拡充を図るとともに、渋滞

解消及び利用者のサービス向上を図るため、高速道路等の有料道路の料金所で一旦

停止することなく、自動的に料金の支払いを可能にするＥＴＣ等の高度道路交通シ

ステム（ＩＴＳ）の整備を推進する。

また、公安委員会では安全で円滑な道路交通を確保するため、リアルタイムな渋

滞情報、所要時間、規制情報等の道路交通情報を提供する道路交通情報通信システ

ム（ＶＩＣＳ）の整備・拡充を推進するとともに、情報提供の充実を図る。

イ 新交通管理システムの推進

高度化された交通管制センターを中心に、個々の車両等との双方向通信が可能な

光ビーコンを媒体として、交通流・量を積極的かつ総合的に管理することにより、

高度な交通情報提供、車両の運行管理、公共車両の優先通行、交通公害の減少、安

全運転の支援、歩行者の安全確保等を図り、交通の安全及び快適性を確保しようと

する新交通管理システム（ＵＴＭＳ）の構想に基づき、システムの充実を図る。

交通安全実施計画の実績（平成２１年度）

○ 道路交通情報通信システムの整備状況等

年 度 別 光ビーコン整備数（基）

平成２０年度末 ３５２

平成２１年度末 ３６１
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項 目 １ 道路交通環境の整備 機 関 名 県土整備部道路総局道路整備課

警察本部交通規制課
種 別 (9) 円滑・快適で安全な道路交

通環境の整備

細 目 ア 円滑・快適で安全な道路交通環境の整備
イ 道路の使用及び占用の適正化
ウ 自転車利用環境の総合的整備

計画の実施方針及び概要（平成２２年度）

ア 円滑・快適で安全な道路交通環境の整備
(ｱ) 交通に関する情報の収集、分析及び伝達並びに信号機、道路標識及び道路標示
の操作、その他道路における交通の規制を広域的かつ総合的に行うため、交通管
制エリアの拡大等交通管制システムの充実・高度化を図る。

(ｲ) 幹線道路において、交通の変動実態を的確に把握し、予想される変動に対応し
た信号制御を行うため、系統化、多現示化、右折感応化等の信号機の高度化を図
る。また、交通流の変動にきめ細かに対応した信号制御等を可能とする交通管制
システムの整備・拡充を図る。

(ｳ) 分かりやすく使いやすい道路交通環境を整備し、安全で円滑な交通の確保を図
るため、交通監視カメラ、各種車両感知器等の整備、交通情報板、路側通信設備
等の整備、時間別・車種別等の交通規制の実効を図るための視認性・耐久性に優
れた大型固定標識及び路側可変標識の整備を推進する。また、道路交通情報通信
システム（ＶＩＣＳ）の整備・拡充を積極的に推進する。

イ 道路の使用及び占用の適正化
(ｱ) 工作物の設置、工事等のための道路の使用の許可に当たっては、安全かつ円滑
な道路交通を確保するために適正な運用を行うとともに、許可条件の履行、占用
物件等の維持管理の適正化について指導する。
また、道路使用状況を正確に把握することにより、道路使用による道路交通へ

の影響を最小限度にとどめるため、道路使用許可に係る事務の電子化を進める。
(ｲ) 不法占用物件の排除等

道路交通に支障を与える不法占用物件等については、実態把握、強力な指導取
締りによりその排除を行い、特に市街地について重点的にその是正を実施する。
さらに、道路上から不法占用物件等を一掃するためには、沿道住民を始め道路

利用者の自覚に待つところが大きいところから、不法占用等の防止を図るための
啓発活動を沿道住民等に対して積極的に行い「道路ふれあい月間」等を中心に普
及を図る。
なお、道路工事調整等を効果的に行うため、図面を基礎として、デジタル地図

を活用し、データ処理を行うコンピュータ・マッピング・システムの段階的な活
用の拡大を図る。

(ｳ) 道路の掘り返しの規制等
道路の掘り返しを伴う占用工事については、無秩序な掘り返しと工事に伴う事

故・渋滞を防止するため、施行時期や施工方法を調整する。
さらに、掘り返しを防止する抜本的対策として共同溝等の整備を推進する。

ウ 自転車利用環境の総合的整備
(ｱ) 普通自転車の歩道通行部分の指定等の交通規制を実施する。
(ｲ) 自転車駐車場の整備とあいまって、自転車等利用者の通行の安全を確保するた
めの計画的な交通規制を実施する。
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交通安全実施計画の実績（平成２１年度）

○ 交通監視カメラ、車両感知器の整備状況

年 度 別 交通監視カメラ 車 両 感 知 器

平成２０年度末 １２ ２，０３８

平成２１年度末 １２ １，９７２

○ 不法占用等の防止を図るための啓発活動の実施状況

「道路ふれあい月間」に合わせて、街頭啓発活動を実施

○ 自転車関係の交通規制実施状況

種別 区分 箇 所 本 数 ・ 距 離

自 転 車 横 断 帯 ３６ ４９本

自転車歩道通行可 ５ ２，４７０ｍ
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項 目 １ 道路交通環境の整備 機 関 名 県土整備部運輸総局交通戦略課

種 別 (10) 交通需要マネジメントの推

進

細 目 ア 公共交通機関利用の促進

イ 交通需要の平準化

計画の実施方針及び概要（平成２２年度）

交通渋滞緩和のため、引き続きパーク・アンド・ライドの推進や、情報提供の充実、

時差通勤等による交通需要マネジメント（ＴＤＭ）を推進し、併せて広報・啓発活動

を行い、その定着化を図る。

ア 公共交通機関利用の促進

パーク・アンド・ライドの実施等、公共交通機関利用の促進を図るための施策を

推進する。

また、引き続き、だれもが使いやすいユニバーサルデザイン車両であるノンステ

ップバスの導入を支援するとともに、携帯電話やパソコンから県内を運行する路線

バスの時刻表や運賃が検索できる「とくしまバス Navi（http://busnavi.info）」の配信

を通して、公共交通機関への転換を促し、円滑な道路交通の実現を図る。

さらに、路線バスを均一料金で運行する実証実験の実施により、利用促進を図る。

イ 交通需要の平準化

交通需要のピーク時間帯の交通を分散するため、時差通勤導入の普及啓発を行う。

交通安全実施計画の実績（平成２１年度）

○ 公共交通機関利用の促進状況

施策の促進状況

・ 徳島地区渋滞対策推進協議会を通じて、店舗利用型パーク・アンド・ライド

を引き続き県内２カ所で実施するとともに、県民への広報活動を行った。

・ 四国公共交通利用促進協議会主催のもと、四国統一公共交通利用促進キャン

ペーンを行い、県民一人ひとりが公共交通を利用する生活スタイルのあり方を

考える契機とするために、「遊び」を通し、子どもたちに公共交通の魅力を伝

えるとともに、広く県民一般に公共交通利用の促進に関する取組について情報

発信を行った。

・ ノンステップバスの導入支援を路線バス事業者に対して行った結果、８台の

車両が導入された。

○ 時差出勤等導入の普及啓発状況

・ 徳島地区渋滞対策推進協議会を通じて、時差出勤の導入について、引き続き

啓発に努めた。
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項 目 １ 道路交通環境の整備 機 関 名 警察本部交通規制課

警察本部交通指導課

種 別 (11) 総合的な駐車対策の推進

細 目 ア 秩序ある駐車の推進

イ 積極的な違法駐車対策法制活用による対策

ウ 駐車場等の整備

エ 違法駐車締め出し気運の醸成・高揚

オ ハード・ソフト一体となった駐車対策の推進

計画の実施方針及び概要（平成２２年度）

ア 秩序ある駐車の推進

(ｱ) 道路環境、交通実態、駐車需要等の変化に伴い、より良好な駐車秩序を確立す

るため、時間、曜日、季節等による交通流・量の変化等の時間的視点と、道路の

区間ごとの交通環境や道路構造の特性等の場所的視点の両面から現行規制の見直

しを行い、駐車の効用にも十分配意して、個々の時間及び場所に応じたきめ細か

な駐車規制を推進する。

(ｲ) 違法な駐停車が交通渋滞等交通に著しい迷惑を及ぼす交差点においては、違法

駐車抑止システム等を活用し、駐停車等をしようとしている自動車運転者に対し

て音声で警告を与えることにより、違法な駐停車を抑制して交通の安全と円滑化

を図る。

イ 積極的な違法駐車対策法制活用による対策

(ｱ) 放置車両の確認事務の民間委託により、警察の執行力を十分かつ柔軟に運用し、

悪質・危険・迷惑性の高い違反取締りを推進する。

(ｲ) 運転者の責任を追及できない放置車両について、当該車両の使用者に対する放

置違反金納付命令及び放置違反金滞納者に対する強制徴収の実施、さらに繰り返

し放置違反金納付命令を受けた使用者に対する使用制限命令の積極的な活用を図

り、使用者責任を強力に追及する。

ウ 駐車場等の整備

最近の自動車交通の多様化、大量化に対する駐車場整備の立ち遅れにより、路上

駐車や駐車待ち行列による交通混雑等都市交通機能を阻害する様々な問題が発生し

ている。これら駐車問題に対処するため道路外駐車場の整備、商店街における共同

荷さばき駐車場の整備等を積極的に推進する。

エ 違法駐車締め出し気運の醸成・高揚

地域交通安全活動推進委員、交通関係団体等と連携し、違法駐車に起因する交通

事故の実態、交通渋滞状況等、違法駐車の危険性、迷惑性についての資料提供を積

極的に行い、違法駐車排除の広報啓発活動を推進し、違法駐車締め出し気運の醸成

と高揚を図る。

オ ハード・ソフト一体となった駐車対策の推進

違法駐車が著しく、安全で円滑な道路交通が阻害されている市街地の道路におい

て、交通安全施設、きめ細かな駐車規制の実施等ハード・ソフト一体となった駐車

対策を推進する。
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交通安全実施計画の実績（平成２１年度）

○ 駐車規制の実施状況

種別 区分 箇 所 距 離

駐 車 禁 止 ４３ ５８，１０６ｍ

○ 放置車両確認標章貼付件数

標章貼付件数

駐 車 監 視 員 １，２１８

警 察 官 １，４０２

合 計 ２，６２０

※ 平成２１年４月１日から平成２２年３月３１日までの間の件数

○ 滞納処分件数 ９件
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項 目 １ 道路交通環境の整備 機 関 名 県土整備部道路総局道路整備課
警察本部交通規制課

種 別 (12) 災害に備えた道路交通環境 四国地方整備局徳島河川国道事務所
の整備

細 目 ア 災害に備えた道路の整備
イ 災害に強い交通安全施設等の整備
ウ 災害発生時における交通規制
エ 災害発生時における情報提供の充実

計画の実施方針及び概要（平成２２年度）

ア 災害に備えた道路の整備
豪雨、地震、津波等の災害が発生した場合においても安全で安心な生活を支える

道路交通を確保することとし、過去の大規模地震の発生時においても、被災地への
救援活動や緊急物資輸送に不可欠な緊急輸送道路を確保するため、橋梁の耐震補強
を推進する。
豪雨等の異常気象時においても安全で信頼性の高い道路網を確保するため、防災

対策を推進する。
また、地震・津波等の災害発生時に、避難場所等となる「道の駅」について防災

拠点としての活用を推進する。
イ 災害に強い交通安全施設等の整備

道路管理者は、地震、豪雨等による災害が発生した場合においても、安全な道路
交通を確保するため、道路情報板等の交通安全施設の整備を推進する。
また、公安委員会は地震、豪雨等による被害が発生した場合においても安全な道

路交通を確保するため、交通管制センター、交通監視カメラ、各種車両感知器、交
通情報板等の交通安全施設の整備及び通行止め等の交通規制を迅速かつ効果的に実
施するための道路災害の監視システムの開発・導入、交通規制資機材の整備を推進
するとともに、災害発生時の停電に起因する信号機の機能停止による混乱を防止す
るため、予備電源としてリチウムイオン電池を用いた信号機電源付加装置（静止型）
の整備を推進する。

事 業 内 容 ２２年度事業量

信号機電源付加装置（静止型） １０ 基

ウ 災害発生時における交通規制
災害発生時は、必要に応じて緊急交通路を確保し、それに伴う混乱を最小限に抑

えるため、被災地への車両の流入抑制等の交通規制を迅速かつ的確に実施する。
また、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）による通行禁止等の交通規

制を的確かつ迅速に行うため、被災地への車両の流入を抑制するとともに、迂回指
示・広報を行い、あわせて、災害の状況や交通規制等に関する情報を提供する交通
情報板等の整備を推進する。

エ 災害発生時における情報提供の充実
災害発生時に、道路交通状況を迅速かつ的確に収集・分析・提供し、復旧や緊急

交通路等の確保及び道路利用者等への道路交通情報の提供等に資するため、交通監
視カメラ、車両感知器、道路交通に関する情報提供装置等の整備を図るとともに、
インターネット等情報通信技術（ＩＴ）を活用した災害情報等の提供を推進する。

交通安全実施計画の実績（平成２１年度）

○ 信号機電源付加装置の整備

事 業 内 容 ２１年度事業 ２ １ 年 度 末

信号機電源付加装置(自動起動型） ０基 ２１基

信号機電源付加装置（静止型） ２１基 ２１基



- 23 -

項 目 １ 道路交通環境の整備 機 関 名 県土整備部道路総局道路整備課

県土整備部都市計画課

種 別 (13) 交通安全に寄与する道路交

通環境の整備

細 目 ア 道路法に基づく通行の禁止又は制限

イ 子どもの遊び場等の確保

ウ 無電柱化の推進

計画の実施方針及び概要（平成２２年度）

ア 道路法に基づく通行の禁止又は制限

道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、道路の破損、決壊又は異

常気象等により交通が危険であると認められる場合及び道路に関する工事のためや

むを得ないと認められる場合には、道路法（昭和２７年法律第 180号）に基づき、

迅速かつ的確に通行の禁止又は制限を行う。また、危険物を積載する車両の通行の

禁止又は制限及び道路との関係において必要とされる車両の寸法、重量等の最高制

限を超える車両の通行の禁止又は制限に対する違反を防止するため、必要な体制の

拡充・強化を図る。

イ 子どもの遊び場等の確保

地域の実態に即して、児童から高齢者まで幅広く利用することができる総合的な

公園の整備を促進する。

都市公園整備事業 （単位：千円）

種 別 箇所数 事 業 費

運 動 公 園 ２ ９０，８００

ウ 無電柱化の推進

安全で快適な通行空間の確保、都市景観の向上、都市災害の防止、情報通信ネッ

トワークの信頼性の向上等の観点から無電柱化を一層推進する。

交通安全実施計画の実績（平成２１年度）

○ 都市公園整備事業 （単位：千円）

種 別 箇所数 事 業 費

運 動 公 園 ３ ２４９，０００
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項 目 ２ 交通安全思想の普及徹底 機 関 名 教育委員会体育健康課

警察本部交通企画課

種 別 (1) 段階的かつ体系的な交通安 危機管理部県民くらし安全局

全教育の推進 県民くらし安全課

細 目 ア 幼児に対する交通安全教育

イ 小学生、中学生及び高校生に対する交通安全教育

計画の実施方針及び重点（平成２２年度）

ア 幼児に対する交通安全教育

心身の発達段階や地域の実情に応じて、基本的な交通ルールを遵守し、交通マナ

ーを実践する意識を習得させるとともに、日常生活において安全に道路を通行する

ために必要な基本的知識・技能を習得させることを目標とする。

(ｱ) 効果的な交通安全教育の推進

交通ルールや交通マナー等道路の安全な通行に必要な基本的知識・技能を習得

させるため、幼稚園、保育所、保護者等と連携して、交通安全資機材を活用した

参加・体験・実践型の交通安全教育を推進する。

(ｲ) 交通安全指導の支援

幼稚園及び保育所において、効果的な交通安全指導が推進できるよう、幼児向

けの交通安全に関する各種情報、資料等を積極的に提供するとともに、家庭にお

いて適切な指導ができるよう保護者に対する交通安全講習会等の実施に努める。

(ｳ) 児童館等において、遊びによる生活指導の一環として、交通安全に関する指

導を推進するとともに、母親クラブ等の組織化を促進し、その活動の強化を図る。

イ 小学生、中学生及び高校生に対する交通安全教育

(ｱ) 小学生に対する交通安全教育は、心身の発達段階や地域の実情に応じて、歩行

者及び自転車の利用者として必要な技能と知識を習得させるとともに、道路及び

交通の状況に応じて安全に道路を通行するために、道路交通における危険を予測

し、これを回避して安全に通行する意識及び能力を高めることを目標とする。

(ｲ) 中学生に対する交通安全教育は、日常生活における交通安全に必要な事柄、特

に、自転車で安全に道路を通行するために、必要な技能と知識を十分に習得させ

るとともに、道路を通行する場合は、思いやりを持って、自己の安全ばかりでな

く、他の人々の安全にも配慮できるようにすることを目標とする。

(ｳ) 高校生に対する交通安全教育は、日常生活における交通安全に必要な事柄、特

に、二輪車の運転者及び自転車の利用者として安全に道路を通行するために、必

要な技能と知識を取得させるとともに、交通社会の一員として交通ルールを遵守

し自他の生命を尊重するなど責任を持って行動できるよう健全な社会人を育成す

ることを目標とする。

(ｴ) 自転車安全利用意識の高揚

小・中学生に対しては、学校関係者等と連携した自転車教室を開催し、歩行者

及び自転車利用者としての必要な知識・技能を習得させるとともに、自己の安全

のみならず他人を思いやる交通安全意識の醸成を図る。
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また、高校生の自転車通学生の交通マナーの向上を図るため、交通法規等につ

いての講習会を開催するほか、高校交通マナーアップクラブによる街頭指導を促

進する。

(ｵ) 保護者に対する交通安全講習会の開催

児童・生徒の保護者が、日常生活の中で模範的な交通安全行動をとり、実際の

交通の場で、児童・生徒に対して基本的な交通ルールや交通マナーを教えられる

よう、保護者を対象とした交通安全講習会を開催する。

交通安全実施計画の実績（平成２１年度）

○ 交通安全教育実施状況

実 施 回 数 対 象 人 員

幼 児 ３２５ １８，４９６

小・中学生 ４２９ ５３，５７０

高 校 生 ３７ ９，７６２

合 計 ７９１ ８１，８２８

○ 徳島県高等学校交通マナーアップクラブ連合会総会・研究協議会の開催

平成２１年７月２２日 文化の森２１世紀館

○ 高校生対象の二輪車等実技講習会の開催

５校 １６６人
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項 目 ２ 交通安全思想の普及徹底 機 関 名 警察本部交通企画課

危機管理部県民くらし安全局

種 別 (1) 段階的かつ体系的な交通安 県民くらし安全課

全教育の推進

細 目 ウ 成人に対する交通安全教育

計画の実施方針及び重点（平成２２年度）

ウ 成人に対する交通安全教育

(ｱ) 運転免許取得時における教育

免許取得時の交通安全教育は、大半が自動車教習所における教習であることか

ら、これから免許を取得しようとする者に、運転技能や交通ルール以外に、運転

者として交通マナーを実践する意識を併せて習得させるよう、教習水準の一層の

向上を図る。

(ｲ) 運転者に対する教育

○ 一般運転者

地域、職域等における講習会や交通安全協会、安全運転管理協会等の関係

団体が行う交通安全活動を通じて、自発的な安全行動を促すとともにドライ

バーとしての社会的責任を自覚させる。

○ 自動車使用者等

安全運転管理者、運行管理者等を法定講習、指導者向けの研修会等へ積極

的に参加させ、事業所における自主的な安全運転管理の活発化を促し、従業

員の交通安全意識の高揚を図らせる。

○ 全席シートベルト着用運動の推進

昨年、後部座席のシートベルト着用義務化等を内容とする改正道路交通法

が施行されたことを踏まえ、シートベルト・チャイルドシート着用推進県民

運動やシートベルト着用推進デーにおいて、関係機関、団体と連携した広報

啓発活動、指導取締りを強力に推進する。

(ｳ) 自転車利用者に対する教育

昨年の改正道路交通法の施行により、自転車に関する規程が整備されたことを

受け、各種広報媒体や街頭活動、さらには関係機関・団体と連携した実践的な講

習会の開催を通じて、その内容及び自転車利用の基本的ルールである「自転車安

全利用五則」の周知徹底を図る。

また、自転車の安全な利用を図るため、規格・基準に適合した自転車の利用と

自転車安全整備店における定期的な点検整備を促すとともに、自転車が安全基準

に適合していることを証明するＴＳマークの普及を促進する。

(ｴ) 若者に対する教育

若者の飲酒・暴走等無謀運転に起因する交通事故を防止するため、安全運転管

理者選任事業所等において、若者を対象とした実践的・体験的交通安全教育を推

進する。

(ｵ) 女性に対する教育

家族ぐるみで交通安全行動が実践されるよう、交通安全母の会と連携して、母

親を対象とした交通安全講習会を積極的に開催する。
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(ｶ) 交通関係団体等に対する指導・協力

交通安全協会、安全運転管理協会、交通安全母の会等の交通安全関係団体との

連携・協力を図り、これらの団体等の活動を通じて、交通ルールの遵守と正しい

交通マナーの実践を習慣づけ、交通安全意識の高揚を図る。

交通安全実施計画の実績（平成２１年度）

○ 交通安全教育実施状況

・ 一般運転者 １３２回 ６，７３２人

・ 自動車使用者 ７回 ３６７人

○ シートベルト着用推進状況

・ 各季の交通安全運動の重点項目に掲げて実施

・ シートベルト・チャイルドシート着用推進県民運動の実施

平成２１年７月１日～８月３１日

○ 自転車月間の推進

平成２１年５月１日～３１日
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項 目 ２ 交通安全思想の普及徹底 機 関 名 警察本部交通企画課

危機管理部県民くらし安全局

種 別 (1) 段階的かつ体系的な交通安 県民くらし安全課

全教育の推進 保健福祉部長寿保険政策局長寿介護課
保健福祉部障害福祉課

細 目 エ 高齢者に対する交通安全教育

オ 障害者に対する交通安全教育

カ 外国人に対する交通安全教育

計画の実施方針及び重点（平成２２年度）

エ 高齢者に対する交通安全教育
(ｱ) 高齢者交通安全指導の推進

○ シルバー・セーフティチーム、交通安全母の会々員及び高齢者交通安全推

進員等による老人会等組織への未加入高齢者宅の訪問指導

○ デイサービスセンター等高齢者福祉施設における交通安全教室の開催

○ 電動車いす利用者に対する交通安全指導及びセーフティ・フラッグの取付

け

(ｲ) 参加・体験・実践型の交通安全教室の開催

○ ヒヤリ地図の作成による参加型講習会の開催

○ 反射材効果実験等体験型講習会の開催

○ 交通安全教育隊による「高齢歩行者教育システム」を活用した実践型講習

会の開催

○ シルバードライビングスクールの開催

指定自動車教習所と連携し、適性検査、実車走行による参加・体験型の交

通安全講習

○ 高齢者交通安全大会の開催

(ｳ) 高齢自転車利用者に対する自転車安全利用対策の推進

○ 高齢者自転車安全運転競技大会の開催

○ 自動車教習所のコースを活用した自転車実技講習会の開催

(ｴ) 高齢者１１７１作戦の推進

○ 県下一斉の高齢者宅交通安全訪問の実施

○ 県下一斉の反射材の街頭配布の実施

○ ディサービスセンター等に対する高齢者用交通安全教育ビデオの貸出

○ 新たな反射材の素材を用いたマフラー、帽子等の作成配布活動

オ 障害者に対する交通安全教育

障害者に対しては、交通安全を実践するために必要な知識・技能を習得させるた

め、関係機関・団体と連携し、障害の程度に応じたきめ細かい交通安全教育を推進

する。また、昨年の改正道路交通法の施行で、全ての聴覚障害者が運転免許を取得

できることになったことから、関係機関・団体と連携し、法改正の周知とこれら運

転免許取得者に対する交通安全教育を推進する。

カ 外国人に対する交通安全教育

(ｱ) 留学生、研修生等の外国人に対し、我国の基本的交通ルールを教示し、それを

遵守させることを目的とした交通安全教育を推進する。

(ｲ) 交通安全教育を効果的に推進するため、関係機関・団体と連携して、外国人向

け教材の充実、通訳体制の確立を促進する。
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交通安全実施計画の実績（平成２１年度）

○ 高齢者に対する交通安全教育等の実施状況

・ 高齢者交通安全講習会 ６４３回 ３１，６９７人

・ 電動車いす用セーフティ・フラッグの配付状況 ３４９本

・ シルバードライビングスクールの開催 ６回 １７１人

・ 高齢者自転車安全運転競技大会の開催 １回 ８０人

○ 障害者に対する交通安全教育の実施状況 ３回 ２４５人

○ 外国人に対する交通安全教育の実施状況 １３回 １６８人
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項 目 ２ 交通安全思想の普及徹底 機 関 名 警察本部交通企画課

危機管理部県民くらし安全局

種 別 (2) 効果的な交通安全教育の推 県民くらし安全課

進

細 目 ア 交通安全教育用資機材を活用した参加・体験・実践型交通安全教育の推進

イ 交通安全教育に関する情報の共有

ウ 交通安全教育指導者の指導・育成

計画の実施方針及び重点（平成２２年度）

ア 交通安全教育用資機材を活用した参加・体験・実践型交通安全教育の推進

交通安全教育を効果的に推進するには、受講者に道路を安全に通行するために必

要な技能及び知識を習得させ、かつ、その必要性を理解させることが必要である。

そのため、警察本部交通安全教育隊による「高齢歩行者教育システム」等の交通

安全教育用資機材を効果的に活用した参加・体験・実践型の交通安全教室を開催す

る。

イ 交通安全教育に関する情報の共有

交通安全教育を効果的に推進するには、警察、交通安全教育指導員、地域交通安

全活動推進委員等が、交通安全教育に関する情報を共有することが必要である。

そのため、交通安全教育用資機材の貸与、講師の派遣、交通事故情報の提供等、

相互の連携を図りながら交通安全教育を推進する。

ウ 交通安全教育指導者の指導・育成

市町村の交通安全教育指導員、地域交通安全活動推進委員等に対する研修会等を

開催して、

○ 受講者の年齢や道路交通への参加の態様に応じた教育手法

○ 資機材を活用した実践的講習方法

等について指導教養し、交通安全指導技術の向上を図る。

交通安全実施計画の実績（平成２１年度）

○ 交通安全講習等の開催

平成２１年度実施数
種 別

回 数 参加者（人)

安全運転管理者等 ２８ １，５２２

運 転 者 １３２ ６，７３２

高 齢 者 ６４３ ３１，６９７

小・中・高校生 ４６６ ６３，３３２

幼 児 ３２５ １８，４９６

そ の 他 ２６６ １４，７４９
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項 目 ２ 交通安全思想の普及徹底 機 関 名 警察本部交通企画課

危機管理部県民くらし安全局
種 別 (3) 交通安全に関する普及啓発 県民くらし安全課

活動の推進

細 目 ア 交通安全運動の推進

イ 自転車の安全利用の推進

ウ 全席におけるシートベルトの正しい着用の徹底

エ チャイルドシートの正しい着用の徹底

オ 反射材の普及促進

カ 効果的な広報の実施

キ その他の普及啓発活動の推進

計画の実施方針及び重点（平成２２年度）

ア 交通安全運動の推進

(ｱ) 推進体制の確立

交通安全運動が地域に浸透して真に効果的に推進される取組みとなるよう、自

治体を始めとする関係機関・団体との連携を強化し、計画的、組織的な推進体制

を確立する。

(ｲ) 街頭活動の強化

街頭監視、交通指導取締りに当たっては、地域住民の平穏を害する悪質・危険・

迷惑性の高い違反に重点を指向するとともに、死亡事故等重大事故に直結する交

通違反の指導取締りを強化する。

(ｳ) 運動重点に沿った施策の推進

各運動の重点に沿って、参加・体験・実践型交通安全教室の開催や効果的な広

報啓発等を実施し、波及効果の得られる施策を積極的に推進する。

イ 自転車の安全利用の推進

(ｱ) 自転車安全利用意識の高揚

自転車事故や自転車による迷惑行為を防止するため、幼児から高齢者にいたる

幅広い年齢層に対して、交通ルールの遵守と交通マナーの向上を図る実践的交通

安全講習会を開催し、「自転車安全利用五則」を活用した自転車の正しい乗り方

についての意識高揚を図る。

(ｲ) 街頭指導の強化

自転車の事故防止とマナーの向上を図るため、関係機関・団体と連携して、自

転車の交通ルール・マナー違反に対する街頭指導活動を積極的に推進する。

特に、薄暮時から夜間にかけて自転車の重大事故が多発する傾向にあることか

ら、無灯火の自転車に対する指導取締りを徹底するとともに、自転車側面等への

反射材の取付けを指導する。

(ｳ) 広報啓発活動の推進

各種交通安全活動を通じて、自転車事故の実態とヘルメット着用の効用等につ

いての広報啓発活動を積極的に推進する。中でも自転車同乗中の幼児の安全を確

保するため、幼児向け自転車用ヘルメットの使用を徹底させる。
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ウ 全席におけるシートベルトの正しい着用の徹底
(ｱ) 街頭指導の強化

シートベルト・チャイルドシート着用推進県民運動やシートベルト着用推進デ
ーをはじめとし、平素から交通事故多発路線等の指導取締りを強化するとともに、
着用義務化となった後部同乗者に対するシートベルトの着用指導も併せて実施す
る。

(ｲ) 広報啓発活動の推進
各種広報媒体を活用して、地域、職域、家庭において、シートベルトの着用効

果及び正しい着用方法についての広報啓発活動を推進し、正しい着用の徹底を図
るとともに、全席におけるシートベルト着用の徹底を図る。

エ チャイルドシートの正しい着用の徹底
(ｱ) 広報啓発活動の推進

チャイルドシートの着用効果及び正しい着用方法について、幼稚園、保育所、
病院等と連携して、保護者に正しい着用の徹底を図るための広報啓発活動を積極
的に推進する。

(ｲ) チャイルドシート着用モデル幼稚園等の指定
各季の交通安全運動等の機会をとらえ、チャイルドシート着用モデル幼稚園等

を指定して、チャイルドシートの１００％着用を推進する。
(ｳ) 街頭指導の強化

シートベルト装着義務違反の指導取締りに併せて、チャイルドシート使用義務
違反の指導取締りを強化し、チャイルドシート使用の徹底を図る。

オ 反射材の普及促進
(ｱ) 反射材着用普及活動の推進

関係機関・団体と連携して
○ 街頭活動を通じ、夜間の歩行者等に対する反射材の着用指導
○ 訪問指導や各種講習会を通じての反射材の普及促進
○ 反射材着用促進のための効果的な体験学習会の開催

等を積極的に推進する。
(ｲ) 広報啓発活動の推進

夜間における歩行者、自転車利用者の事故防止に効果的な反射材の普及を図る
ため、各種広報媒体を活用して積極的な広報啓発活動を推進する。

カ 効果的な広報の実施
交通安全広報を実効あるものとするため、マスコミ等関係機関に対して交通安全

に関する資料、情報等の提供を積極的に行う。

キ その他の普及啓発活動の推進
(ｱ) 高齢運転者標識の普及

高齢運転者事故の防止を図るため、高齢運転者標識の普及活動を展開し、高齢
運転者に自己の身体的機能の変化を自覚した安全運転行動を促すため、７０歳以
上の高齢運転者に表示を徹底するよう広報啓発活動を推進する。
また、他の運転者に対して、高齢運転者標識を取り付けた自動車への保護意識

の醸成を図る。
(ｲ) 早めのライト点灯運動の推進

薄暮時から夜間にかけての交通事故を防止するため、関係機関・団体と連携の
うえ、各地域、職域において早めのライト点灯運動を推進する。
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交通安全実施計画の実績（平成２１年度）

○ 各季の交通安全運動実施前に７２の交通関係機関・団体で組織する交通安全対策

協議会及び市町村交通安全対策主管課長会議を開催し、各機関・団体が連携して組

織的な運動を展開した。

○ 自転車利用者に対して各季の交通安全運動時や自転車月間時に、街頭における指

導を徹底した他、リーフレット等を作成するなど広報啓発に努めた。

○ シートベルト・チャイルドシート着用推進県民運動や、シートベルト着用推進デ

ーなどにおいて、関係機関・団体と連携した広報啓発活動を積極的に展開し、全席

におけるシートベルトの着用率向上に努めた。

○ 街頭活動や講習会を通じて、反射材の普及促進を図り、反射材約３５，０００個

を配付した。

○ マスコミ等報道機関を通じて、ラジオスポット等により交通安全運動等の広報を

行った。

○ 飲酒運転による交通事故が後を絶たないため、「徳島県飲酒運転撲滅月間」を設

定するなどして、県民総ぐるみによる飲酒運転撲滅に向けた取り組みを行った。

（平成２１年１２月１日～平成２１年１２月３１日）
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項 目 ２ 交通安全思想の普及徹底 機 関 名 警察本部交通企画課
危機管理部県民くらし安全局

種 別 (4) 交通の安全に関する民間団 県民くらし安全課
体等の主体的活動の推進等 教育委員会生涯学習政策課

細 目 ア 交通関係団体に対する指導、助言
イ 地域交通安全活動推進委員に対する指導等
ウ 交通安全母の会に対する指導
エ 自転車安全整備士の育成、指導
オ 各種社会教育団体の活動における交通安全意識の高揚

計画の実施方針及び重点（平成２２年度）

ア 交通関係団体に対する指導、助言
交通安全協会を始めとする既存の交通関係団体等に対し、各団体の特性に応じた

交通安全活動が主体的に行われるよう、必要な資料の提供、諸行事に対する指導、
助言を行う。

イ 地域交通安全活動推進委員に対する指導等
地域の交通安全リーダーである地域交通安全活動推進委員が、住民に対する交通

安全教育、駐車対策、自転車の適正な通行方法等を始めとする交通の安全と円滑に
資するための広報啓発活動、企業等に対する協力要請活動、相談活動等が適正かつ
効果的に実施できるよう、研修会を通じて指導教養するとともに、その活動に関し
て必要な情報を積極的に提供する。

ウ 交通安全母の会に対する指導、協力
徳島県交通安全母の会連合会による家庭内における交通安全教育、子どもと高齢

者を交通事故から守るための諸活動が主体的かつ効果的に行われるよう指導、協力
する。

エ 自転車安全整備士の育成、指導
徳島県自転車軽自動車商協同組合に対し、自転車安全整備士の資格及び自転車安

全整備店の登録を積極的に促し、ＴＳマークの普及促進を図りながら、地域におけ
る自転車安全利用の推進の中核として主体的かつ効果的な活動ができるよう指導、
協力する。

オ 各種社会教育団体の活動における交通安全意識の高揚
○ 青年団、ボーイスカウト、ガールスカウト等の青少年団体諸活動において、交
通事故防止運動を推進し、、交通安全意識の高揚に努める。

○ ＰＴＡ活動において会員自身の交通安全意識の高揚を図るとともに、学校、交
通安全協会、交通安全母の会、その他の関係する団体と連携、協力し、子どもを
交通事故から守る活動を推進する。

○ 婦人会活動において、日常的活動として、交通安全運動を展開する。
○ 社会教育関係団体に交通安全教育に関する視聴覚資料を貸し出し、交通安全意
識の高揚を図る。

交通安全実施計画の実績（平成２１年度）

○ 地域交通安全活動推進委員に対する研修会の実施状況
・ 理事会開催時の研修１回（平成２２年２月１８日）
・ 研修会１回（平成２１年９月８日）

○ 徳島県交通安全母の会連合会の会員に対する研修会の実施状況
・ 研修会１回（平成２１年７月９日）対象１１３人

○ ＰＴＡ会員の交通安全意識高揚に向けた活動状況
・ 「交通安全標語」や「校区内安全マップ」等の作成を通じて、交通安全意識の
高揚を図った。（各単位ＰＴＡ）
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項 目 ２ 交通安全思想の普及徹底 機 関 名 警察本部交通企画課

危機管理部県民くらし安全局

種 別 (5) 住民の参加・協働の推進 県民くらし安全課

細 目 ア 地域に浸透した交通安全活動の推進

イ 参加型交通安全活動の推進

計画の実施方針及び重点（平成２２年度）

ア 地域に浸透した交通安全活動の推進

交通安全を推進するうえにおいて、地域住民自らが主体となって交通安全活動に

参加する気運を高めることが重要であることから、春、秋の全国交通安全運動等及

び県民交通安全の日である

○ 毎月 ５日（高齢者等にやさしくする日）

○ 毎月１０日（シートベルト着用推進デー）

○ 毎月２０日（県民交通安全参加日）

を重点に、関係機関・団体と連携して地域に浸透した各種交通安全活動を推進する。

イ 参加型交通安全活動の推進

地域住民の交通安全意識を高めるには、住民が交通事故は身近で発生しているこ

とを認識し、交通事故に遭わないように率先して安全行動をとることが効果的であ

ることから

○ 子ども会、老人クラブ等での「ヒヤリ地図」の作成

○ 関係機関・団体と連携した「交通安全総点検」の実施

等、住民が積極的に参加できる交通安全活動を推進する。

平成２２年度の交通安全運動等（予定）

運 動 の 内 容 期 間

春 の 全 国 交 通 安 全 運 動 ４月 ６日から ４月１５日

シートベルト・チャイルドシート ７月 １日から ８月３１日
着用推進県民運動

徳 島 ス マ ー ト ド ラ イ バ ー ９月 １日から１２月３１日
セ ー フ テ ィ ラ リ ー

秋 の 全 国 交 通 安 全 運 動 ９月２１日から ９月３０日

高 齢 者 交 通 安 全 県 民 運 動 １１月２１日から１１月３０日

飲 酒 運 転 撲 滅 月 間 １２月 １日から１２月３１日

年末年始の交通安全県民運動 １２月１０日から １月１０日

交通死亡事故抑止重点目標（徳島 ４月 １日から ３月３１日
セーフティ４）
・飲酒運転ゼロ運動
・全席シートベルト１００％運動
・高齢者１１７１作戦
・セーフティナイト作戦
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項 目 ３ 安全運転の確保 機 関 名 警察本部運転免許課

警察本部交通企画課

種 別 (1) 運転者教育等の充実 危機管理部県民くらし安全局

県民くらし安全課

四国運輸局徳島運輸支局

独立行政法人自動車事故対策

機構徳島支所

細 目 ア 運転免許を取得しようとする者に対する教育の充実

イ 運転者に対する再教育等の充実

ウ 二輪車安全運転対策の推進

エ 高齢運転者対策の充実

オ シートベルト・チャイルドシート及び乗車用ヘルメットの正しい着用の徹底

カ 自動車安全運転センターの業務の充実

キ 自動車運転代行業の指導育成等

ク 独立行政法人自動車事故対策機構による自動車運送事業等に従事する運転者に対する適性診断の充実

ケ 危険運転者等の早期排除等

計画の実施方針及び概要（平成２２年度）

安全運転に必要な知識及び技能を身に付けたうえで、安全運転を実践できる運転者

を育成するため、免許取得前から安全意識を醸成する交通安全教育の充実を図るとと

もに、免許取得時及び免許取得後においては、特に実際の交通場面で安全に運転する

能力を向上させるための教育を行う。

また、これらの機会が、単なる知識や技能を教える場にとどまることなく、個々の

心理的・性格的な特性を踏まえた教育、交通事故被害者等の手記等を活用した講習を

行うなどにより交通事故の悲惨さへの理解を深める教育、自らの身体機能の状況や健

康状態について自覚を促す教育等を行うことを通じて、運転者の安全運転意識の高揚

及び運転態度を向上させるよう教育内容の充実を図る。

ア 運転免許を取得しようとする者に対する教育の充実

年間の運転免許を受験する予定者約１６，０００人のうちの９５％以上の者が利

用する指定自動車教習所に対し、交通安全に関する単なる知識や技能を教える場に

とどまることなく、各講習の内容等を指導し、教習内容の向上及び技法の充実をし

て教習所の適正水準の確保を図る。
イ 運転者に対する再教育等の充実

取消処分者・停止処分者及び違反者講習予定者約４，１００人（平成２１年度実

績数）に対して、運転者に対する再教育が効果的に行われるよう、講習内容の充実

を図る。

特に、運転適性と実車指導の結果を照合して、受講者の個人面接により運転技能

等の説明・指導を行う。

事 業 内 容 ２ ２ 年 度 見 込 み

更 新 時 講 習 １４２，０００人

高 齢 者 講 習 ３７，０００人
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ウ 二輪車安全運転対策の推進
取得時講習のほか、自動二輪車安全運転講習及び原付安全講習の推進に努める。
また、二輪車関係団体等と連携し、参加・体験・実践型の交通安全教育を推進す

る。

事 業 内 容 平成２２年度見込み

原 付 講 習 １，７００人

自動二輪免許
８人

取得時講習

エ 高齢運転者対策の充実
高齢者を対象の実車走行による運転技能診断及び認知判断力診断等を実施し、事

故原因となる運転癖、安全運転のポイント等を指導するなど、積極的な高齢ドライ
バー対策を実施するとともに、高齢等の理由により、判断力や視力の低下など身体
機能に衰えを感じた人やその家族に対しての相談活動を通じて、自主返納（申請取
消）制度についての周知を図る。
また、高齢運転者の安全意識を高めるため、高齢者講習を行っている指定自動車

教習所と連携し、改正道路交通法の施行を踏まえ、高齢者個々の実態に応じた高齢
運転者教育を推進する。

オ シートベルト・チャイルドシート及び乗車用ヘルメットの正しい着用の徹底
シートベルト・チャイルドシート及び乗車用ヘルメットの正しい着用の徹底を図

るため、関係機関・団体と連携し、各種講習会・各季の交通安全運動等のあらゆる
機会を通じて、着用効果の広報、啓発活動を積極的に行う。
(ｱ) シートベルト着用率向上

交通関係機関・団体と連携し、シートベルトの着用実態調査や調査結果に基づ
く広報啓発活動の実施など、シートベルトの着用率の向上を図る。
特に、着用が義務化された後部座席のシートベルト着用率の向上を図る。

(ｲ) 街頭指導の強化
シートベルトの着用率調査等に基づき、着用率の低い路線等におけるシートベ

ルト・チャイルドシート着用義務違反に対する指導取締りを強化する。
特に、毎月１０日のシートベルト着用推進デーにおいては、県下一斉の街頭指

導を実施する。

カ 自動車安全運転センターの業務の充実
自動車安全運転センターの行う通知業務、運転経歴証明業務等の積極的な推進を

指導し、同センターによる運転者対策の充実を図る。
また、安全運転中央研修所における各種の訓練施設を活用した高度な運転技能と

知識を必要とする者、安全運転指導者等に対する体験的な交通安全教育の充実を図
る。

キ 自動車運転代行業の指導育成等
(ｱ) 適正な業務の推進

自動車運転代行業の業務の適正な運営を確保し、交通の安全及び利用者の保護
を図るため、自動車運転代行業者に対し、掲示事項や表示の確認等のため立入検
査や指導を行うほか、定期的に事務担当者に対する研修会を開催して適正な業務
の推進についての指導教育を徹底する。

(ｲ) 指導取締りの強化
立入検査及び歓楽街等における街頭指導取締りを強化して、無認定営業、損害

賠償措置(代行保険の加入・更新)義務違反、無免許運転等に対する違法行為の厳
正な取締りを実施する。

ク 独立行政法人自動車事故対策機構による自動車運送事業等に従事する運転者に対する適性診断の充実
独立行政法人自動車事故対策機構による自動車運送事業等に従事する運転者に対

する適性診断については、診断技術の向上と診断機器の充実を図るとともに、受診
環境の整備を行い、受診を積極的に促進する。
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【適性診断の２２年度受診計画と２１年度受診状況】

事業内容 ２２年度受診計画 ２１年度受診状況

一般診断 ２，２８６人 ２，２５２人

義務診断 ９５７人 ９４３人

(２１年度義務診断内訳) 初任診断 ７４８人、適齢診断１８４人
特定診断 １１人

ケ 危険運転者等の早期排除等
(ｱ) 運転不適格者の早期排除

運転免許試験及び運転免許証更新時の適性検査等を通じて、運転の適格性を選
別し、運転不適格者の早期排除に努める。また、更新時講習において、睡眠時無
呼吸症候群（ＳＡＳ）に係る広報啓発及び自主検査の推進、罹患者（罹患の疑い
のある者）に対する受診の指導を行うことにより安全対策を図る。

(ｲ) 悪質・危険運転者の早期排除
暴走族や麻薬・覚せい剤等の使用運転者はもちろん、その他県民に対し、危険

や迷惑を及ぼす悪質違反行為者に対しては、迅速・的確な行政処分を行って早期
排除に努める。

交通安全実施計画の実績（平成２１年度）

○ 更新時講習等の実施状況

事 業 内 容 平成２１年度実績

更 新 時 講 習 １１７，１７８人

高 齢 者 講 習 １７，５０３人

○ 自動二輪車安全運転講習及び原付安全講習の実施状況

事 業 内 容 平成２１年度実績

原 付 講 習 １，５７２人
自動二輪免許

０人取得時講習

○ 自動車安全運転センターの行う通知業務、運転経歴証明業務等の状況

平成２１年度実績
事 業 内 容

事 業 量

交 通 事 故 証 明 ３２，３１７件

無事故無違反証明 １，４４４件

運 転 記 録 証 明 ３３，０６７件

累 積 点 数 証 明 ５７件

運転免許経歴証明 ４６件

通 知 業 務 ５，９１７件

○ 独立行政法人自動車事故対策機構による自動車運送事業等に従事する運転者に対
する適性診断の実施状況

【適性診断の２１年度と２０年度受診状況】

事 業 内 容 ２１年度受診 ２０年度受診

一 般 診 断 ２，２５２人 １，９１２人

義 務 診 断 ９４３人 ８８１人

(２１年度義務診断内訳) 初任診断 ７４８人、適齢診断１８４人
特定診断 １１人
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項 目 ３ 安全運転の確保 機 関 名 警察本部運転免許課

種 別 (2) 運転免許制度の改善

細 目 ア 運転免許制度の見直しに伴う諸策の推進

イ 県民の立場に立った運転免許業務の推進

計画の実施方針及び概要（平成２２年度）

ア 運転免許制度の見直しに伴う諸策の推進

平成２１年１月運用されたＩＣカード運転免許証導入に伴う諸施策を進める。

イ 県民の立場に立った運転免許業務の推進

(ｱ) 日曜窓口開設の継続

徳島東、徳島西、小松島及び徳島北警察署管内の居住者に対しては、日曜窓口

を継続して実施し、利用者の負担軽減を図る。

(ｲ) 優良運転者に対する運転免許更新申請場所の拡大

県内居住の優良運転者は、更新場所を運転免許センター又は徳島東、徳島西、

小松島の各警察署を除く、他のいずれかの警察署を任意に選択できる任意選択制

を導入しているが、更なる周知の徹底を図る。

(ｳ) 県外転入者の負担軽減の推進

県外転入者が、運転免許証を紛失した場合等、再交付申請手続きに一週間程度

を要していたが、これを即日交付にして負担の軽減を図る。

(ｴ) １階窓口の混雑緩和対策の推進

○ 案内掲示板の改善

更新手続き、免許受験生等に対し、各受付窓口前に受付時間、取扱い事務

内容等を明記した案内板を設置し、来訪者の混雑緩和と利便性の向上を図る。

○ 受講者に対する案内カードの配布

受講者を講習会場に正しく案内するため、講習区分を色分けした案内カー

ド（ラミネート加工）を配布し、廊下に色分けした線を引き、講習会場へス

ムーズに移動できるよう来庁者の利便性の向上と負担の軽減を図る。

事 業 内 容 平成２２年度見込み

免許証即日交付 ７８，０００件

優良講習受講者数 ６５，０００件

更新即日交付数 ６１，０００件

交通安全実施計画の実績（平成２１年度）

事 業 内 容 平成２１年度実績

免許証即日交付 ７７，７３６件

優良講習受講者数 ６２，７５２件

更新即日交付数 ５９，６６３件
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項 目 ３ 安全運転の確保 機 関 名 警察本部交通企画課

種 別 (3) 安全運転管理の推進

細 目 ア 事業所における交通安全教育の推進

イ 安全運転管理者等未選任事業所の一掃

ウ 適正な安全運転管理業務の推進

エ 安全運転装備資機材の普及促進

計画の実施方針及び重点（平成２２年度）

ア 事業所における交通安全教育の推進

安全運転管理者及び副安全運転管理者（以下「安全運転管理者等」という。）の

資質及び安全意識の向上を図るため、講習内容を見直し、事業所内で交通安全教育

指針に基づいた交通安全教育が適切に行われるよう指導する。

イ 安全運転管理者等未選任事業所の一掃

安全運転管理者等の選任状況を正確に把握した上、未選任事業所に対する指導を

強化して未選任事業所の一掃を図り、事業所内の安全運転管理体制を充実強化する。

ウ 適正な安全運転管理業務の推進

事業活動に関してなされた道路交通法違反等について、使用者等に対し必要な報

告又は資料を提出させる制度を積極的に活用するとともに、使用者、安全運転管理

者等による下命、容認違反等については、使用者等の責任追及を徹底し、適正な運

転管理を図る。

エ 安全運転装備資機材の普及促進

事業活動に伴う交通事故防止対策を一層推進するため、運輸事業所、安全運転管

理者選任事業所等に対して映像記録型ドライブレコーダー等、安全運転の確保に資

する車載機器等の普及を促進する。

交通安全実施計画の実績（平成２１年度）

○ 安全運転管理者未選任事業所の選任状況等

事 業 所 数 人 数

安全運転管理者 ７３ ７３

副安全運転管理者 １３ ２７

※ このうち、２５事業所２５人が、未選任事業所等の安全対策月間の指導による

○ 平成２１年度末安全運転管理者等選任状況

事 業 所 数 人 数

安全運転管理者 ３，６７３ ３，６７３

副安全運転管理者 ３２６ ４２６
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項 目 ３ 安全運転の確保 機 関 名 四国運輸局徳島運輸支局

独立行政法人自動車事故対策

種 別 (4) 自動車運送事業者等の行う 機構徳島支所

運行管理の充実

細 目 ア 自動車運送事業者等に対する指導監督の充実

イ 貨物自動車運送事業安全性評価事業の促進等

ウ 事故情報の多角的分析の実施

エ 運行管理者等に対する指導講習の充実

計画の実施方針及び概要（平成２２年度）

ア 自動車運送事業者等に対する指導監督の充実

自動車関係法令等の履行及び運行管理の徹底を図るため、重大事故を引き起こし

た事業者、事故を連続して引き起こしている事業者及び新規参入事業者等に対する

監査を徹底するとともに、重大事故を引き起こす前の予防的監査にも重点を置く。

また、関係機関合同による監査・監督を実施し、不適切な事業者に対しては厳正

な処分を行う。このため、効果的かつ効率的な監査を実施するため、監査実施体制

の充実・強化を図る。

また、関係行政機関相互の連絡会議の開催及び指導監督結果の相互通報制度等を

活用することにより、過労運転に起因する事故等の通報制度の的確な運用と業界指

導の徹底を図るとともに、事業者団体等関係団体を通じての指導にも努める。特に、

貨物自動車運送事業者については、貨物自動車運送適正化事業実施機関を通じての

過労運転・過積載の防止等運行の安全を確保するための指導の徹底を図る。

さらに、企業全体に安全意識を浸透させ、より高い水準での安全を確保するため

経営トップから現場まで一丸となった安全管理体制の構築を推進することを目的に、

平成１８年１０月より「運輸安全マネジメント」が導入されたところであり、これ

の評価を実施する。

このほか、高速バス、貸切バス、トラック、タクシー等について、過労運転防止

の見地から、労働時間等について国土交通省告示の遵守を指導していくとともに高

速道路等における事故時の被害を軽減するため、シートベルト着用の徹底等の指導

の強化を図る。

さらに、平成２１年３月に策定された「事業用自動車総合安全プラン２００９」

の目標（事業用自動車の人身事故及び死者数を１０年間に半減させる）達成のため
の諸施策に取り組む。

なお、指導に当たっては、エコドライブ（環境負荷の低減に配慮した自動車の使

用）の推進にも配慮する。

イ 貨物自動車運送事業安全性評価事業の促進等

全国貨物自動車運送適正化事業実施機関において、貨物自動車運送事業者につい

て、利用者が安全性の高い事業者を選択することができるようにするとともに、事

業者全体の安全性向上に資するものとして実施している「貨物自動車運送事業安全

性評価事業」を促進する。

また、国、地方公共団体及び民間団体等において、貨物自動車運送を伴う業務を

発注する際には、それぞれの業務の範囲内で道路交通の安全を推進するとの観点か

ら、安全性優良事業所の認定状況も踏まえつつ、関係者の理解も得ながら該当事業

所が積極的に選択されるよう努める。
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ウ 事故情報の多角的分析の実施

事業用自動車の事故に関する情報の充実を図るため、自動車事故報告規則（昭和

２６年運輸省令第１０４号）に基づく事故情報の収集・分析に加え、自動車運送事

業に係る交通事故要因分析のための情報収集・分析を充実及び強化するとともに、

これらの事故情報について、多角的に分析等を実施する。

エ 運行管理者等に対する指導講習の充実

運行管理者等に対する指導講習について、事故情報の多角的分析の結果の活用等

により、講習内容を充実するとともに、講習水準の向上を図り、視聴覚機材の活用

等による効果的な講習を実施し、過労運転・過積載の防止等運行の安全を確保する

ための指導の徹底を図る。

○ 運行管理者等に対する指導講習

事業内容 ２２年度計画 備 考

基礎講習 ２回 ６月１５日～１７日(３日間)
１月１２日～１４日(３日間)

一般講習 ６回 ９月２日ほか

特別講習 １回 ８月２６日～２７日(２日間)

(注)講習会場等詳細については独立行政法人自動車事故対策機構徳島支所に照会の

こと

交通安全実施計画の実績（平成２１年度）

○ 運行管理者等に対する指導講習

事業内容 ２１年度実績 備 考

基礎講習 ２回 ６月１０日～１２日(３日間)
１月１３日～１５日(３日間）

一般講習 ６回 ９月３日ほか

特別講習 １回 ８月２６日～２７日(２日間)
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項 目 ３ 安全運転の確保 機 関 名 徳島労働局

種 別 (5) 交通労働災害の防止等

細 目 ア 交通労働災害の防止

イ 運転者の労働条件の適正化等

計画の実施方針及び概要（平成２２年度）

ア 交通労働災害の防止

労働災害による死亡者数の中に占める割合が例年高い交通労働災害について、そ

の防止対策の推進を図る。

このため、引き続き「交通労働災害防止のためのガイドライン」の周知に努め、

対策の浸透を図る。

特に、

○ 安全衛生管理体制の充実

○ 睡眠時間の確保に配慮した適正な労働時間等の管理及び走行管理等の実施

○ 健康診断の実施と事後措置の徹底及び面接指導等の実施

○ 積込・荷卸し作業における安全確保

○ 荷主・元請事業者による配慮

○ 運転者に対する雇入時及び作業内容変更時教育の充実

について、陸上貨物運送事業労働災害防止協会等労働災害防止団体とも連携の上、

指導・援助を行う。

イ 運転者の労働条件の適正化等

(ｱ) 監督指導の実施

自動車運転者を使用する事業所に対して、労働基準法等の関係法令及び「自動

車運転者の労働時間等の改善のための基準」の遵守を徹底させ、自動車運転者の

労働時間等労働条件の改善を図る。

(ｲ) 他機関との連携

陸運関係機関との間における「自動車運転者の労働条件改善のための相互通報

制度」及び「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故防止等に関する特別措

置法に基づく通報制度」、警察機関との間における「自動車運転者過労運転事案

に係る通報制度」の活用等により、引き続き、関係行政機関との積極的な連携を

図る。

また、引き続き、陸運関係機関との合同監督・監査を実施する。
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項 目 ３ 安全運転の確保 機 関 名 警察本部交通規制課

危機管理部消防保安課

種 別 (6) 道路交通に関する情報の充 徳島地方気象台

実

細 目 ア 道路交通情報の充実

イ 危険物輸送に関する情報提供の充実等

ウ 気象情報等の充実

計画の実施方針及び概要（平成２２年度）

ア 道路交通情報の充実

多様化する道路利用者のニーズにこたえるため、道路利用者に対し必要な道路交

通情報を提供することにより、安全かつ円滑な道路交通を確保するとともに、光フ

ァイバーネットワーク等の新たな情報技術を活用しつつ、交通監視カメラ、路側通

信システム、車両感知器、交通情報板等の既存の情報収集・提供体制の充実を図る。

また、予測交通情報を提供する事業者の届出制、不正確又は不適切な予測交通情

報を提供した事業者に対する是正勧告措置等を規定した道路交通法（昭和３５年法

律第１０５号）及び交通情報を提供する際に事業者が遵守すべき事項を定めた交通

情報の提供に関する指針（平成１４年国家公安委員会告示第１２号）に基づき、事

業者に対する指導・監督を行い、交通情報提供事業の適正化を図るなどにより、警

察等により収集された道路交通情報を活用した民間事業者による正確かつ適切な道

路交通情報の提供を促進する。

加えて、高度化された交通管制センターを中心に、個々の車両等との双方向通信

が可能な光ビーコンを媒体とし、高度な交通情報提供、公共車両の優先、交通公害

の減少、安全運転の支援、歩行者の安全確保等を図ることにより交通の安全及び快

適性を確保しようとする新交通管理システム（ＵＴＭＳ）の構想に基づき、システ

ムの充実を図る。

イ 危険物輸送に関する情報提供の充実等

危険物の輸送時の事故による災害を防止し、災害が発生した場合の被害軽減のた

めの情報提供等の充実を図るため、各種の講習会等の機会を捉え、イエローカード

（危険有害物質の性状、処理方法等事故の際の必要な情報を記載した緊急連絡カー

ド）の携行、関係法令の遵守、乗務員教育の実施等について、危険物運送事業者等

への周知を図る。

また、危険物運搬車両の路上取締りを関係機関とともに実施し、運搬基準の適合

状況の確認や関係法令の遵守並びに改善等の指導を行う。

ウ 気象情報等の充実

道路交通に影響を及ぼす台風、大雨、竜巻等の激しい突風、地震、津波、火山噴

火等の自然現象について、的確な実況監視を行い、関係機関、道路利用者等が必要

な措置を迅速にとることで事故の防止・軽減に資するよう、適時・適切に予報・警

報等を発表する。また、これらの情報の内容の充実と効果的利活用の促進を図るた

め、防災関係機関等との間の情報の共有やＩＴの活用等に留意し、主に次のことを

行う。
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(ｱ) 気象官署等の地上気象観測装置を５年計画で順次更新し、集中豪雨、局地的大

雨等の実況監視体制を強化する。

(ｲ) 地震動の予報・警報として発表する緊急地震速報（予報及び警報）について、

受信時の対応行動等のさらなる周知・広報を行うとともに、交通機関における利

活用の推進を図るため、有効性や利活用の方法等の普及・啓発及び精度向上に取り

組む。

(ｳ) 気象による道路交通障害が予想される時は、適時・適切に気象予報・警報等を

発表し、防災情報提供システム等を用いて、関係機関に迅速かつ確実に伝達すると

ともに、報道機関等の協力により道路利用者に周知する。

(ｴ) 地震・津波による道路交通障害が予想される時は、適時・適切に緊急地震速報

（予報及び警報）、津波警報・注意報、地震情報等を発表し、防災情報提供システム

等を用いて、関係機関に迅速かつ確実に伝達するとともに、報道機関等の協力によ

り道路利用者に周知する。

(ｵ) 火山現象による道路交通障害が予想される時は、適時・適切に噴火警報等を発

表し、防災情報提供システム等を用いて、関係機関に迅速かつ確実に伝達するとと
もに、報道機関等の協力により道路利用者に周知する。

(ｶ) 気象、地象、水象に関する知識の普及のため、気象情報等の利用方法等に関す
る講習会の開催、広報資料の作成・配布などを行うほか、防災機関の担当者を対象
に、予報・警報等の伝達などに関する説明会を開催する。

警報等の伝達経路図

徳島県危機管理部危機管理政策課

徳島県県土整備部河川局河川整備課

徳 島 市 消 防 局

徳 島 県 警 察 本 部 警 備 部

徳 島 海 上 保 安 部

四国地方整備局徳島河川国道事務所

四国地方整備局那賀川河川事務所

四 国 電 力 徳 島 系 統 制 御 所

Ｎ Ｈ Ｋ 徳 島 放 送 局

報 道 機 関

Ｎ Ｔ Ｔ 西 日 本 及 び 東 日 本

交通安全実施計画の実績（平成２１年度）

○ 半田地域雨量観測所を移設した、池田、蒲生田の２地域気象観測所のパンザマス

ト等の更新をした。

○ 警報等の防災情報を適時的確に発表伝達し、台風接近時には防災関係者及び報道

機関を対象に説明会を３回開催した。
○ 「地域防災研修会」等で防災担当者を対象に８回、県立防災センターでの「知っ
ておきたい防災講座」等で一般住民を対象に１回、計９回の説明会・講習会を実施
した。

徳

島

地

方

気

象

台



- 46 -

項 目 ４ 車両の安全性の確保 機 関 名 四国運輸局徳島運輸支局

独立行政法人自動車事故対策

種 別 (1) 自動車アセスメント情報の 機構徳島支所

提供等

細 目 自動車アセスメント情報の提供等

計画の実施方針及び概要（平成２２年度）

自動車アセスメント情報の提供等

自動車の安全装置の正しい使用方法、装備状況等の一般情報とともに、自動車の車

種ごとの安全性に関する比較情報を公正中立な立場で取りまとめ、これを自動車使用

者に定期的に提供する自動車アセスメント事業を独立行政法人自動車事故対策機構と

ともに推進する。これにより、自動車使用者の選択を通じて、より安全な自動車の普

及拡大を促進すると同時に、自動車製作者のより安全な車造りの研究開発を促進する。

また、チャイルドシートについても、製品ごとの安全性に関する比較情報等を自動

車使用者に提供することにより、その選択を通じて、より安全なチャイルドシートの

普及拡大を図る。

【パンフ類の作成・配布】

・自動車アセスメント

・チャイルドシート・アセスメント

交通安全実施計画の実績（平成２１年度）

○ 自動車アセスメントに関する冊子を来訪者の見やすい位置に縦覧できるよう設置

するとともに、ユーザー等からの求めに応じてパンフレットを手交した。
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項 目 ４ 車両の安全性の確保 機 関 名 四国運輸局徳島運輸支局

自動車検査独立行政法人

種 別 (2) 自動車の検査及び点検整備 四国検査部徳島事務所

の充実 軽自動車検査協会徳島事務所

(3) リコール制度の充実・強化

細 目 ア 自動車の検査の充実

イ 自動車点検整備の充実

ウ リコール制度の充実・強化

計画の実施方針及び概要（平成２２年度）

ア 自動車の検査の充実

自動車検査独立行政法人が実施する自動車検査にあっては、道路運送車両の保安

基準の拡充・強化にあわせた検査態勢の整備及び不正二次架装を排除するため自動

車検査の高度化を進めるなど、道路運送車両法（昭和 26 年法律第 185 号）に基づく

新規検査等の自動車検査の確実な実施を図る。また、街頭検査体制の充実強化を図

ることにより、不正改造車両を始めとした整備不良車両及び基準不適合車両の排除

等を推進していく。

指定自動車整備事業制度の適正な運用・活用を図るため、事業者に対する指導監

督を強化する。さらに、軽自動車の検査については、その実施機関である軽自動車

検査協会における検査の効率化を図るとともに、検査体制の充実強化を図る。

イ 自動車点検整備の充実

(ｱ) 自動車点検整備の推進

自動車ユーザーの保守管理意識の高揚と、点検整備の適切な実施の推進を図る

ため、「自動車点検整備推進運動」を関係者の協力の下に展開するなど、自動車ユ

ーザーによる保守管理の徹底を強力に促進する。また、大型車の車輪脱落事故や

バスの火災事故等の点検・整備等の不良に起因する事故を防止するため、適切な

点検整備が実施されるよう努める。

また、自動車運送事業者の保有する事業用車両の安全性を確保するため、自動

車運送事業者監査、整備管理者研修等のあらゆる機会をとらえ、関係者に対し、

車両の保守管理について指導を行い、その確実な実施を推進する。

なお、車両不具合による事故については、その原因の把握・究明に努めるとと

もに、点検整備方法に関する情報提供等により再発防止の徹底を図る。

(ｲ) 不正改造車の排除

道路交通に危険を及ぼすなど社会的問題となっている暴走族の不正改造車や過

積載を目的とした不正改造車等を排除、自動車の安全運行を確保するため、関係

機関の支援及び自動車関係団体の協力の下に、６月１日～６月３０日の１か月間

を強化月間として「不正改造車を排除する運動」を全国的に展開し、広報活動の

推進、関係者への指導、街頭検査等を強化することにより、不正改造防止につい

て、自動車ユーザー及び自動車関係事業者等の認識を高める。

また、不正改造行為の禁止及び不正改造車両に対する整備命令制度の強化につ

いて、その的確な運用に努める。
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(ｳ) 自動車分解整備事業の適正化及び近代化

点検整備に対する自動車ユーザーの理解と信頼を得るため、自動車分解整備事

業者に対し、整備料金、整備内容の適正化について、その実施の推進を指導する。

また、自動車分解整備事業者における設備の近代化や経営管理の改善等への支

援を推進する。

(ｴ) 自動車の新技術への対応等整備技術の向上

自動車新技術の採用・普及、車社会の環境の変化に伴い、自動車を適切に維持

管理するためには、自動車整備業がこれらの変化に対応していく必要があること

から、実態調査等を通じ自動車整備業の現状について把握するとともに、自動車

整備業が自動車の新技術及び多様化するユーザーニーズに対応していくための技

術の高度化を推進する必要があることから整備主任者に対する技術研修等を通じ

て情報提供を行うとともに、一級自動車整備士技能検定試験の実施により、整備

士の技術面及び接客面の能力向上を推進する。

(ｵ) ペーパー車検等の不正事案に対する対処の強化

民間能力の活用等を目的として、指定自動車整備事業制度が設けられているが、

近年ペーパー車検等の不正事案が増加していることから、制度の適正な運用・活

用を図るため、事業者に対する指導監督を強化する。

ウ リコールウ リコールウ リコールウ リコール制度制度制度制度のののの充実充実充実充実・・・・強化強化強化強化

自動車製作者等が設計等に起因する基準不適合自動車を確実かつ早期に改善すべ

く、リコール制度の適正な運用を図るように指導監督の徹底に努める。リコール隠

し等の不正行為の再発を防止するため、以下の施策を講じ、リコール制度の迅速か

つ確実な実施を図る。

(ｱ) 情報収集体制の強化

自動車等不具合情報ホットラインを積極的にＰＲするとともに、自動車製作者

等から安全上重要な不具合について定期的に報告することを義務づけるなど、情

報収集体制の強化を図る。

また、車両の欠陥の疑いのある自動車による交通事故等を警察から国土交通省

（運輸支局）に対して通報する制度を的確に運用するなど、関係機関の協力の下、

不具合情報の収集に努め、リコール対象車両の早期発見を図る。

(ｲ) 監査の強化

疑義ある自動車製作者への集中監査や、各種データの総合分析による重点監査

を行う。また、ディーラー監査を充実させる。

交通安全実施計画の実績（平成２１年度）

○ 街頭検査の実施状況

県内各所で、街頭検査を延べ１５回実施した。

検査車両数は、１，４７０台、整備不良車両及び不正改造車両数は６８台あり、

内３９台について整備命令書を交付した。

○ 自動車等不具合情報ホットラインへの通報件数等ユーザー情報として５件通報し

た。
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項 目 ４ 車両の安全性の確保 機 関 名 警察本部交通企画課

危機管理部県民くらし安全局

種 別 (4) 自転車の安全性の確保 県民くらし安全課

細 目 ア 改正道路交通法の周知

イ 自転車安全利用気運の醸成

ウ ＴＳマークの普及

エ 自転車の視認性の向上

計画の実施方針及び重点（平成２２年度）

ア 改正道路交通法の周知

一昨年の道路交通法改正により見直された、自転車の通行方法及び児童のヘルメ

ット着用に関する保護者の義務、更に昨年７月の徳島県道路交通法施行細則改正に

より見直された幼児二人同乗用自転車による自転車の３人乗りの要件等について、

あらゆる手段を講じて県民に周知、啓発を図る。

イ 自転車安全利用気運の醸成

自転車事故の防止を図るため、関係機関・団体と連携し、自転車利用者に対して

○ 自転車の交通ルール、交通マナー

○ 「自転車安全利用五則」を活用した自転車の正しい利用方法

○ 自転車の点検整備の実施

等について、実践的な指導講習会を開催し、自転車安全利用気運の醸成を図る。

ウ ＴＳマークの普及

自転車商組合等と連携して、自転車のブレーキや反射材等が安全基準に適合して

いることを証明するＴＳマークの普及に努める。

エ 自転車の視認性の向上

夜間における交通事故の防止を図るため、

○ 無灯火自転車に対する指導取締りの強化

○ 自転車への反射材の取付けの普及促進

を図り、自転車の視認性の向上を図る。

交通安全実施計画の実績（平成２１年度）

○ 自転車に対する講習会の実施状況等

自転車教室

実施回数 ２６９回

対象人員 ２３，５３１人
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項 目 ５ 道路交通秩序の維持 機 関 名 警察本部交通指導課

警察本部高速道路交通警察隊

種 別 (1) 交通の指導取締りの強化等

細 目 ア 一般道における効果的な指導取締りの強化等

イ 高速道路における指導取締りの強化等

ウ 科学的な指導取締りの推進

計画の実施方針及び重点（平成２２年度）

ア 一般道路における効果的な指導取締りの強化等

一般道路においては、歩行者及び自転車利用者の事故防止並びに事故多発路線等

における重大事故の防止に重点を置いて、交通指導取締りを効果的に推進する。

このため、指導取締り体制を充実し、高齢者、身体障害者等の保護の観点に立っ

た交通指導取締りを推進し、事故多発路線等における街頭活動を強化するとともに、

無免許運転、飲酒運転、著しい速度超過、著しい過積載等の悪質、危険・迷惑性の

高い違反に重点を置いた取締りの強化を図る。

また、事業活動に関してなされた過積載、過労運転等の違反については、自動車

の使用者等に対する責任追及を徹底するとともに、必要に応じ自動車の使用制限命

令や荷主等に対する再発防止命令を行い、さらに、事業者の背後責任が明らかにな

った場合は、それらの者に対する指導、監督処分を行うことにより、この種の違反

の防止を図る。

(ｱ) 悪質、危険・迷惑性の高い違反態様の取締りの強化

交通指導取締りに当たっては、違反そのものが悪質、危険・迷惑性の高い飲酒

運転、無免許運転、速度超過、信号無視、一時不停止、横断歩行者妨害等の違反

のほか、違反態様が危険・迷惑性の高い暴走族による集団暴走や爆音暴走、交通

の妨害になっている違法駐（停）車に重点を置いた取締りを強化する。

(ｲ) 県民の取締り要望に応える取締りの推進

県民の取締り要望が強い暴走族の爆音暴走、交通の妨害となっている違法駐

（停）車等に重点を指向し、県民の取締り要望に応える取締りを推進する。

(ｳ) 交通事故の発生傾向を踏まえた取締りの強化

死亡事故現場及び交通事故多発路線等における取締りを強化するほか、高齢者

をはじめとする歩行者・自転車利用者を保護するための交通街頭活動を強化する

とともに自転車に係る無灯火、二人乗り及び歩行者に危険を及ぼす違反について

適切な指導取締りを推進する。

また、四輪乗車中の死者数が、前年に比べ６人増の１７人となった。１７人中

１２人がシートベルト非着用であり、依然としてシートベルト非着用者が多いこ

とから、引き続きシートベルト非着用者に対する指導取締りを強化する。
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イ 高速道路における指導取締りの強化等

高速道路での違反行為は、重大事故に直結するおそれが高いことから、機動警ら

等警戒活動を活発に行うとともに、悪質・危険性の高い違反、特に、速度超過や路

肩駐車等の取締りを強化する。

(ｱ) 効果的な機動警らの実施

交通流や交通事故実態に即した機動警ら、駐留監視を実施する。

(ｲ) 悪質・危険性の高い違反を重点とした指導取締り

指導取締りに当たっては速度超過・過積載・過労運転等の悪質・危険性の高い

違反を重点とした取締りや、後部座席を含めたシートベルト非着用に対する指導

取締りを強化する。

ウ 科学的な指導取締りの推進

交通事故分析の高度化を図るとともに、交通事故実態に対応した科学的かつ効果

的な指導取締りを推進する。

交通安全実施計画の実績（平成２１年度）

○ 交通指導取締りの強化

悪質、危険・迷惑性の高い違反に重点を置き、取締りを実施し

・飲酒運転 ４２９件

・無免許運転 ２０３件

・信号無視 ４，８０５件

・速度超過 ８，７４３件

・横断歩行者等妨害 ７２件

など平成２１年中、計４２，０４５件を検挙した他、シートベルト着用義務違反

等を２４，６５０件検挙した。
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項 目 ５ 道路交通秩序の維持 機 関 名 警察本部交通指導課

警察本部高速道路交通警察隊

種 別 (2) 交通犯罪捜査及び交通事故

捜査体制の強化

細 目 ア 専従捜査体制の強化等

イ 初動捜査体制及び科学的捜査体制の強化

計画の実施方針及び重点（平成２２年度）

ひき逃げ事件その他各種の交通犯罪の捜査及び交通事故事件捜査を適正かつ迅速に

行うため、捜査の合理化を推進するとともに、装備等の充実強化を図る。

ア 専従捜査体制の強化等

交通犯罪捜査及び交通事故事件捜査体制を強化するため、捜査員の捜査能力の一

層の向上及び体制の充実に努める。

イ 初動捜査体制及び科学的捜査体制の強化

初動捜査体制及び科学的捜査体制を強化するため、交通事故捜査用車その他の車

両、交通事故自動記録装置等の鑑識装備資機材、交通事故捜査支援システム等の整

備を推進する。

交通安全実施計画の実績（平成２１年度）

○ ひき逃げ事件検挙状況

平成２１年中、ひき逃げ事件は２９件発生し、うち２３件を検挙した。

（検挙率７９．３％）

○ 交通特殊事件捜査

犯人隠避 交通保険 下命容認 文書偽変 白バス・ その他 合計

等事件 金詐欺 事件 造 白トラ等

検 挙 数 ２ ３ １２ １０ １２ ３ ４２

検挙人員 ２ １３ ２ １１ ６ ３ ３７
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項 目 ５ 道路交通秩序の維持 機 関 名 教育委員会学校政策課

教育委員会体育健康課

種 別 (3) 暴走族対策の強化 警察本部交通指導課

四国運輸局徳島運輸支局

細 目 ア 暴走族追放気運の高揚及び家庭、学校等における青少年の指導の充実

イ 暴走行為をさせないための環境づくり

ウ 暴走族に対する指導取締りの強化

エ 暴走族関係事犯者の再犯防止

オ 車両の不正改造の防止

計画の実施方針及び重点（平成２２年度）

凶悪化する暴走族による各種不法事案を未然に防止し、交通秩序を確保するととも

に、青少年の健全な育成に資するため、関係機関・団体が連携し、暴走族対策を強力

に推進する。

ア 暴走族追放気運の高揚及び家庭、学校等における青少年の指導の充実

暴走族グループの実態については、報道機関等あらゆる広報媒体を通じて積極的

な広報を行い、暴走族追放気運の高揚を図る。

また、暴走族追放気運を一層盛り上げるため、交通関係機関・団体で構成する「暴

走族対策協議会」を開催するなどして、暴走行為を許さない環境づくりのための具

体的活動が行われるよう支援する。

学校においては、「非行防止教室」の開催等を通じて、暴走族の悪質性・危険性

についての理解を深めさせるとともに、関係機関・団体等との連携により、暴走族

の解体、加入阻止、暴走族からの離脱等の指導を徹底する。

イ 暴走行為をさせないための環境づくり

暴走族のい集場所として利用されやすい施設、又は暴走行為が多発している道路

の管理者に対し、積極的に働きかけを行い、暴走族のい集や暴走行為を阻止するた

めの環境の整備を図る。

また、事前の情報の入手に努め、集団不法事案に発展するおそれがあるときは、

早期に暴走族と群衆を隔離するなどの措置を講じる。

ウ 暴走族に対する指導取締りの強化

暴走族取締りの体制及び装備資機材の充実を図るとともに、悪質事犯に対しては、

あらゆる法令を適用して検挙及び補導を徹底し、併せて解散指導を積極的に行う。

(ｱ) 集団暴走行為、爆音暴走行為等の悪質事犯に対しては、あらゆる法令を適用し

て検挙及び補導を徹底し、解散指導を積極的に行うなど、暴走族に対する指導取

締りの強化を図る。

また、犯行に使用した車両については、積極的に押収するとともに、不正改造

を行った者に対する責任追及を徹底する。

さらに、元暴走族が中心となって組織された「旧車會」と称するグループ等に

よる隣県にまたがる広域暴走族事件等に迅速かつ効率的に対処するため、関係県

警察相互の捜査協力を積極的に行う。

(ｲ) 「不正改造車を排除する運動」等を通じ、街頭検査において不正改造車両の取

締りを行う。
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エ 暴走関係事犯者の再犯防止

暴走族関係事犯の捜査にあたっては、個々の犯罪事実を究明することはもとより、

組織の実態やそれぞれの非行の背景となっている行状、性格、環境等の諸事情をも

明らかにし、保護処分に付された暴走族少年の交通道徳のかん養、家庭、交友関係

の調整等再犯防止に重点を置いた指導、教育の実施に努める。また、暴力団と関わ

りのある者については、その実態を明らかにするとともに、暴力団から離脱するよ

う指導を徹底する｡さらに、暴走族に対する運転免許の行政処分については、重大

違反そそのかし等に係わる規定等の効果的な運用による厳正な処分を行う。

オ 車両の不正改造の防止

暴走族を助長するような車両の不正改造を防止するよう、また、保安基準に適合

しない競技用車両等の部品等が不正な改造に使用されることがないよう「不正改造

車を排除する運動」等を通じ、広報活動の推進及び企業、関係団体に対する指導を

積極的に行う。

なお、自動車ユーザーだけでなく不正改造を行った者に対しても必要に応じて立

入検査を実施する。

交通安全実施計画の実績（平成２１年度）

○ 暴走族に対する取締りの強化

暴走族に対する事件化を積極的に行い

・検挙総数 ８１５件 ８０８名（逮捕１０名）

（内訳）

刑法犯 ２件 ２名（逮捕 １名）

共同危険行為 １件 ２名（逮捕 ０名）

整備不良 ３２３件 ３２３名（逮捕 １名）

その他 ４８９件 ４８１名（逮捕 ８名）

を検挙した他、不正改造車両１３７台を押収して、整備通告を行った。

○ 「旧車會」に対する取締り

平成１８年１２月に鳴門市北灘町の国道において香川県の旧車會メンバーが死亡

した交通事故の追悼イベントが平成２１年１２月５日に行われたが、事前にイベン

ト開催の情報を収集のうえ香川県警察と連携した取締りを実地した結果、暴走行為

等は敢行されなかった。

平成２２年１月３日、吉野川市美郷において開催された大規模イベントに参加し

た二輪車６２台、四輪車１８台の車種、車名、登録番号及び参加者６６名（県外者

３６名）の人定関係を把握し、今後の資料とするものである。
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項 目 ６ 救助・救急活動の充実 機 関 名 危機管理部消防保安課

種 別 (1) 救助・救急体制の整備

細 目 ア 救助体制の整備・拡充

イ 集団救助・救急事故体制の整備

ウ 心肺蘇生法等の応急手当の普及啓発活動の推進

エ 救急救命士の養成・配置等の促進

オ 救助・救急施設の整備の推進

カ 救助隊員及び救急隊員の教育訓練の充実

キ 高速自動車国道等における救急業務実施体制の整備

計画の実施方針及び概要（平成２２年度）

ア 救助体制の整備・拡充

交通事故に起因する救助活動の増大及び事故の種類・内容の複雑多様化に対処す

るため、救助体制・救助資機材の整備を推進する。

イ 集団救助・救急事故体制の整備

多数の負傷者が発生する大規模な交通事故等に対処するため、相互応援体制、連

絡体制の整備及び救護訓練の実施等を推進する。

ウ 心肺蘇生法等の応急手当の普及啓発活動の推進

消防庁の定める「応急手当の普及啓発活動の推進に関する実施要綱」に基づき、

普及講習の指導に従事する応急手当指導員や応急手当普及員の養成及び住民に対す

る普及講習等の普及啓発活動を推進する。

エ 救急救命士の養成・配置等の促進

救急救命士の処置範囲の拡大により可能となった気管挿管、薬剤投与を円滑に実

施するため、講習及び病院実習を推進するとともに、医師の指示又は指導・助言の

下に救急救命士を含めた救急隊員による応急措置等の質を確保するメディカルコン

トロール体制の充実を図る。

オ 救助・救急施設の整備の推進

救急救命士等が、より高度な救急救命処置を行うことができるよう、高規格救急

自動車、高度救命処置用資機材等の整備を推進する。

救命効果の向上の観点から、救急業務における消防防災ヘリコプターの活用を推

進する（消防防災ヘリコプターは平成２０年８月からドクターヘリ機能を導入し、
運用を行っている）。

カ 救助隊員及び救急隊員の教育訓練の充実

複雑多様化する救急事象に対応すべく救急隊員の知識・技術等の向上を図るため

消防学校において教育訓練体制の充実を図る。

キ 高速自動車国道等における救急業務実施体制の整備

高速自動車道等における救急業務を円滑に実施し、適切かつ効果的な人命救助を

図るため、関係市町と西日本高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社

との相互の連携を強化し、救急業務実施体制の強化を推進する。
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交 通 安 全 実 施 計 画 の 実 績

内容 救 急 活 動 状 況 緊 急 自 動 車 消防一部事

務組合及び

平 成 ２ ０ 年 H21,4,1 現在 H20,4,1 現在 広域連合の

構成市町村

出 動 う ち 比 率 救 急 救 急 数

交 通 自動車数 自動車数 H21 , 4 , 1

団体名 件 数 事 故 ％ 現在

徳 島 市 9，355 1，551 16.6 10 10 1

消 防 局

鳴 門 市 2，080 233 11.2 4 4 1

消防本部

小松島市 1，574 263 16.7 2 2 1

消防本部

阿 南 市 2，904 325 11.2 4 4 1

消防本部

名 西 1，144 153 13.4 3 3 2

消防組合

海 部 1，382 104 7.5 5 5 4

消防組合

板野東部 1，900 304 16.0 3 3 3

消防組合

板野西部 932 135 14.5 2 2 2

消防組合

徳島中央 2，995 387 12.9 3 3 2

広域連合

美 馬 市 993 106 10.7 4 3 1

消防本部

美馬西部 787 67 8.5 4 4 2

消防組合

み よ し 1,740 185 10.6 5 5 2

広域連合

合 計 27,786 3,813 13.7 49 48 22
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項 目 ６ 救助・救急活動の充実 機 関 名 保健福祉部医療健康総局

医療政策課

種 別 (2) 救急医療体制の整備

細 目 ア 救急医療機関等の整備

イ 救急医療担当医師・看護師等の養成等

ウ 消防防災ヘリのドクターヘリ機能の導入

計画の実施方針及び概要（平成２２年度）

ア 救急医療機関等の整備

救急医療体制の基盤となる初期救急医療体制を整備・充実するため、休日夜間急

患センター及び在宅当番医制の効果的な活用を推進する。また、初期救急医療体制

では応じきれない重症救急患者の診療を確保するため、医療圏単位で、地域内の医

療施設の実情に応じ病院群が共同連帯して、輪番制方式により実施する病院群輪番

制を支援することにより、第二次救急医療体制の整備を進めるとともに、複数科領

域にまたがるすべての重篤な救急患者を２４時間体制で受け入れる救命救急センタ

ーの充実、救急医療機関等の整備及びその質の向上を図る。

さらに、救急医療施設の情報を収集し、インターネットを通じて広く関係者に情

報を提供することにより、スムーズに搬送先が確保される体制の確立を目指す。

イ 救急医療担当医師・看護師等の養成等

救急医療に携わる医師を確保していくために、医師の卒前教育・臨床研修におい

て、救急医療に関する教育研修の充実に努める。また、救命救急センター等での救

急医療を担当している医師に対しても、救急患者の救命率をより向上させるために

必要な呼吸・循環管理等の研修を拡充し、その質の向上を図る。

看護師等についても、救急時に的確に医師を補助できるよう学校養成所における

救急医療実習の充実に努めるとともに、学校養成所卒業後も救急医療研修を実施す

ることにより、救急医療を担当する看護師等の確保を図る。また、保健所等行政機

関に勤務する保健師等を対象に救急蘇生法指導者講習会を実施し、地域における救

急蘇生法等に関する普及方策の企画・運営を行う者の養成を図る。

ウ 消防防災ヘリのドクターヘリ機能の導入

県消防防災ヘリ「うずしお」に、ドクターヘリ機能を導入し、ヘリの機動性を活

かした迅速な治療・搬送を行い、傷病者の救命率の向上や後遺症の軽減を図り、救

急医療体制の充実を目指す。
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項 目 ６ 救助・救急活動の充実 機 関 名 保健福祉部医療健康総局

医療政策課

種 別 (3) 救急関係機関の協力関係の

確保等

計画の実施方針及び概要（平成２２年度）

救急医療施設への迅速かつ円滑な収容を確保するため、救急医療機関、消防機関等

の関係機関における緊密な連携・協力関係の確保を推進するとともに、救急医療機関

内の受け入れ・連絡体制の明確化等を図る。

医療機関と消防機関が相互に連携をとりながら効果的な救急体制の整備を促進す

る。
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項 目 ７ 損害賠償の適正化を始めとし 機 関 名 四国運輸局徳島運輸支局
た被害者支援の推進 危機管理部県民くらし安全局

県民くらし安全課
種 別 (1) 自動車損害賠償保障制度の 警察本部交通指導課

充実等
(2) 損害賠償の請求についての
援助等

細 目 ア 無保険（無共済）車両対策の徹底
イ 交通事故相談活動の推進
ウ 損害賠償請求の援助活動等の強化

計画の実施方針及び概要（平成２２年度）

自動車事故による被害者の救済対策の中核的役割を果たしている自動車損害賠償保
障制度については、今後とも、社会経済情勢の変化、交通事故発生状況の変化等に対
応して、その改善を推進し被害者救済の充実を図る。
ア 無保険（無共済）車両対策の徹底

自賠責保険（自賠責共済）の期限切れ、掛け忘れに注意が必要であることを広報
活動等により広く県民に周知するとともに、街頭における指導取締りの強化等を行
い、無保険（無共済）車両の運行の防止を徹底する。

イ 交通事故相談活動の推進
交通事故の被害者等に対し、損害賠償問題等について適切な助言を行うため、県

交通事故相談所の相談活動の充実を図るとともに、市町村における交通事故の初期
相談を指導し、相談活動の効果を高める。
さらに、遠隔地の相談者からの相談に対応するためテレビ電話による相談を実施

する。
また、関係行政機関、団体等との連携を強化して、被害者救済を推進する。

(ｱ) 広報活動
県、市町村の広報媒体を活用した広報活動を強化し、交通事故相談所の利用の

促進を図る。
(ｲ) テレビ電話による交通事故相談

県の南部、西部総合県民局にテレビ電話を設置して、遠隔地の事故当事者やそ
の家族への適正な相談活動により、交通事故被害者等の救済を図る。

ウ 損害賠償請求の援助活動等の強化
交通事故被害者等に対する適切かつ迅速な救助の一助とするため、救済制度の教

示や交通事故相談活動を積極的に推進する。
(ｱ) 交通事故の被害者及びその遺族等が抱えている精神的・経済的被害、その他さ
まざまな問題を軽減するため、被害者等の人権を尊重しつつ
○ 保険制度と請求のしかた
○ 保険事業について
○ 援助・救済制度について
○ 警察以外の相談機関について
○ 刑事手続きの概要
を教示し、側面から支援する被害者対策を推進する。

(ｲ) 交通事故証明書の発給についての援助
自動車安全運転センターの交通事故証明書に関する業務が、迅速・適正に処理

されるよう配慮する。
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交通安全実施計画の実績（平成２１年度）

○ 交通事故相談状況

相 談 内 容 相 談 受 理 件 数

賠 償 額 の 算 定 １４７ 件

過 失 の 程 度 ８９ 件

示 談 の 仕 方 ６０ 件

自 賠 責 保 険 請 求 ８３ 件

労 災 ・ 社 会 保 険 の 利 用 ２２ 件

訴 訟 ・ 調 停 の 利 用 ２８ 件

そ の 他 ２３１ 件

計 ６６０ 件

○ 無保険（無共済）バイク監視活動実績

監視車両数 ８，０１０台 違反車両数 ２２３台
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項 目 ７ 損害賠償の適正化を始めと 機 関 名 警察本部交通指導課
した被害者支援の推進 独立行政法人自動車事故対策

機構徳島支所
種 別 (3) 交通事故被害者支援の充実 徳島地方検察庁

強化

細 目 ア 自動車事故被害者等に対する援助措置の充実

イ 交通事故被害者等の心情に配意した対策の推進

計画の実施方針及び重点（平成２２年度）

ア 自動車事故被害者等に対する援助措置の充実
被害者救済対策事業等については、今後も各種事業の内容の見直しを図りつつ社

会的必要性の高い事業を充実していく。
また、独立行政法人自動車事故対策機構が行う交通遺児等に対する生活資金貸付

け、交通遺児育成基金の行う交通遺児育成のための基金事業及び県が行う高等学校
交通遺児授業料免除事業等に対する援助を行う。
さらに、重度後遺障害者に対する救済策を推進するため、独立行政法人自動車事

故対策機構による重度後遺障害者に対する介護料の支給及び重度後遺障害者の治療
・看護を専門に行う療護センターの運営に対する援助措置の充実を行う。

イ 交通事故被害者等の心情に配意した対策の推進
交通事故被害者等の支援の充実を図るため、自助グループの活動等に対する支援

を始めとした施策を推進する。
交通事故被害者等の心情に配意した相談業務を警察署の交通課、検察庁の被害者

支援員等により推進するとともに、関係機関相互の連携を図り、さらに、民間の犯
罪被害者支援団体等との連携を図る。

(ｱ) 警察においては、被害者等に対して交通事故の概要、捜査経過、事件処理結果
等の情報を提供するとともに、刑事手続きの流れ等をまとめた「交通事故被害者
の手引」を活用する。特に、ひき逃げ事件、交通死亡事故等の被害者等について
は、被疑者の検挙、送致状況、裁判の結果等を連絡する被害者連絡制度の充実を
図る。また、被害者等からの加害者の行政処分に係る意見聴取等の期日や行政処
分結果についての問い合わせに応じ、適切な情報の提供を図る。
さらに、交通事故捜査を担当する警察職員に対しては、各級警察学校における

教育・研修を実施するほか、各警察署に対する巡回教養等を行い、被害者等の心
情に充分配意した適切な被害者支援が推進されるよう努める。

(ｲ) 検察庁においては、被害者等通知制度により、事件の処分結果や裁判結果等の
情報を提供するとともに、被害者支援員等において、交通事故被害者等からの相
談への対応、法廷への案内・付添い、各種手続きの手助けをするほか、被害者等
の支援を行っている関係機関や団体等の紹介をするなどの支援活動を行うなど、
今後も被害者への配慮の充実を図る。

交通安全実施計画の実績（平成２１年度）

○ 独立行政法人自動車事故対策機構の援助措置
・ 交通遺児等に対する育成資金貸付実績

５人 １，２５９千円
・ 介護料支給実績

４８人 ３２，０８６千円

○ 徳島地方検察庁における相談件数等
相談件数は２４件あり、それぞれ交通事故状況の説明、処分内容の説明、刑事手

続きの説明などの支援活動を行った
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項 目 ８ 鉄道交通の安全についての 機 関 名 四国運輸局

対策 四国旅客鉄道株式会社

阿佐海岸鉄道株式会社
種 別 (1) 鉄道交通環境の整備

ア 鉄道施設の点検と整備
細 目 イ 運転保安設備の整備

ウ 鉄道の地震対策の強化

計画の実施方針及び概要（平成２２年度）

鉄道交通の安全を確保するためには、鉄道線路、運転保安設備等の鉄道施設について

高い信頼性を保持し、システム全体としての安全性の基礎を構築する必要がある。

このため、鉄道施設の維持・管理等の徹底を図るとともに、運転保安設備の整備、鉄

道構造物の耐震性の強化等を促進し、安全対策の推進を図る。

アアアア 鉄道施設鉄道施設鉄道施設鉄道施設のののの点検点検点検点検とととと整備整備整備整備

鉄道交通の安全を確保するために、軌道や路盤等の施設の保守及び強化を適切に実

施するとともに、降雨による土砂崩壊、あるいは落石等による被害を防止するため、

線路防護設備の整備を促進する。

鉄道構造物の定期検査及び維持・補修については、定期検査の厳正な実施及び適切

な施設の維持管理の徹底を図る。

また、事業者が緊急に整備する事項、中長期に整備する事項を定めた保全整備計画

に基づき、施設、車両等の適切な維持・補修等の促進を図る。

イイイイ 運転保安設備運転保安設備運転保安設備運転保安設備のののの整備整備整備整備

ＪＲ西日本福知山線列車脱線事故を受け、100 ｋｍ/ｈを超える運転速度で、ピーク

１時間の列車本数が１０本以上の区間については、速度超過防止用 ATS 等の設置は完

了した。それ以外の区間についても、引き続き、ATS 等の運転保安設備の整備・充実

を図る。

また、事故・地震発生等の緊急時において必要な情報を迅速に伝達できるよう列車

無線等の通信装置の維持管理等の徹底を図る。

ウウウウ 鉄道鉄道鉄道鉄道のののの地震対策地震対策地震対策地震対策のののの強化強化強化強化

平成１６年１０月に発生した新潟県中越地震の被害状況にかんがみ、今後発生が予

測される大規模地震に備え、主要な鉄道駅における耐震補強の整備を推進する。
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項 目 ８ 鉄道交通の安全についての 機 関 名 四国運輸局

対策 四国旅客鉄道株式会社

阿佐海岸鉄道株式会社
種 別 (2) 鉄道の安全な運行の確保 徳島地方気象台

ア 乗務員及び保安要員の教育の充実及び資質の向上
細 目 イ 列車の運行及び乗務員等の管理の改善

ウ 鉄道交通の安全に関する知識の普及
エ 鉄道事業者に対する保安監査等の実施
オ 気象情報等の充実
カ 気象情報等に基づく安全対策等
キ 鉄道事故原因究明体制の強化等

計画の実施方針及び概要（平成２２年度）

ＪＲ西日本福知山線の列車脱線事故が発生したことを踏まえ、国による事業者の指導

・監督のあり方の見直しについて検討を進め、結論の得られたものから速やかに実施す

る。

具体的には、企業全体に安全意識を浸透させ、より高い水準での安全を確保するため、

経営トップから現場まで一丸となった安全管理体制の構築を図るとともに、その確認と

して国が行う「運輸安全マネジメント評価」を推進する。

さらに、ＪＲ東日本羽越線列車脱線事故が発生したことを踏まえ、強風対策につい

てソフト・ハードの両面から検討を進め結論の得られたものから速やかに実施する。

このほか、鉄道の安全な運行を確保するため、乗務員及び保安要員の資質の維持・向

上を図るよう指導するとともに、保安監査の強化・充実を図る。

鉄道事業者にあっては、計画的な教育、指導訓練、社外研修等を実施するとともに、

事故発生時における正確な情報交換と迅速、的確な措置のための連絡体制の強化を図

る。

阿佐海岸鉄道では、毎年 6月 30日を「安全の日」とし、実設訓練を開催する。

アアアア 乗務員及乗務員及乗務員及乗務員及びびびび保安要員保安要員保安要員保安要員のののの教育教育教育教育のののの充実及充実及充実及充実及びびびび資質資質資質資質のののの向上向上向上向上

鉄道の乗務員及び保安要員に対する教育訓練体制と教育内容について、教育成果の

向上を図るよう指導する。また、乗務員及び保安要員の適性の確保を図るため、適性

検査の定期的な実施を図るよう指導するとともに、運転士の資質の確保を図るため、

動力車操縦者運転免許試験を適正に実施する。

なお、運転士の資質の向上を図るため、乗務員訓練シュミレータを使用した訓練を

行うとともに運転士の教育のあり方等について、専門家の意見も聞きながら検討を進

め、結論の得られたものから速やかに実施する。

イイイイ 列車列車列車列車のののの運行及運行及運行及運行及びびびび乗務員等乗務員等乗務員等乗務員等のののの管理管理管理管理のののの改善改善改善改善

大規模な事故又は災害が発生した場合に、迅速かつ的確な情報の収集・連絡を行う

ため、鉄道事業者において、夜間・休日における連絡体制の充実、通信手段の拡充を

図る。

また、幹線交通の輸送障害等による被害や社会的影響を軽減するため、鉄道事業者

に対し、運行管理体制の充実を図ることにより、ダイヤの乱れ、事故の発生等の際、

列車の運行状況を的確に把握し、緊急連絡、乗客への適切な情報提供、迅速な応急復

旧による運行の確保、応急輸送体制の充実等、迅速かつ適切な措置を講ずるよう指導

する。

さらに、乗務員等がその職務を十分に果たし、安全運転を確保できるよう、就業時

における心身状態の把握を確実に行うなどにより、職場における安全管理を徹底する
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よう指導する。

なお、更なる安全性の確保を図るため、運転士の資質管理等の制度化について検討

を進め、結論の得られたものから速やかに実施する。

ウウウウ 鉄道交通鉄道交通鉄道交通鉄道交通のののの安全安全安全安全にににに関関関関するするするする知識知識知識知識のののの普及普及普及普及

踏切事故等鉄道の運転事故及び置石・投石等の鉄道妨害、線路内立入り等の外部要

因による事故を防止するためには、踏切道の安全通行や鉄道事故防止に関する知識を

広く一般に普及する必要がある。このため、鉄道事業者に対し、学校、沿線住民、道

路運送事業者等を対象として、全国交通安全運動等の機会をとらえて、ポスターの掲

示、チラシ類の配布等による広報活動を積極的に行うよう指導する。

また、建設工事・保守作業等施設の建設・保守に携わる作業員についても、安全対

策の徹底を図るよう、鉄道事業者を指導する。

鉄道事業者にあっては、各季の交通安全運動、年末年始輸送安全総点検、踏切事

故防止キャンペーン等を通じて運転事故防止運動及び総点検を実施して鉄道事故防

止に関する知識の普及を図る。

エエエエ 鉄道事業者鉄道事業者鉄道事業者鉄道事業者にににに対対対対するするするする保安監査等保安監査等保安監査等保安監査等のののの実施実施実施実施

鉄道事業者に対し、定期的に又は事故の発生状況等に応じて保安監査等を実施し、

施設及び車両の保守管理状況、運転取扱いの状況、乗務員等に対する教育訓練の状況、

安全管理体制等について、あらゆる機会を通じて適切な指導等を行う。

なお、ＪＲ西日本福知山線列車脱線事故が発生したことに鑑み、過去の指導に対す

るフォローアップの強化等、保安監査の強化・充実について検討を進める。

また、定期的に鉄軌道の保安連絡会議を開催し、事故及び事故防止対策に関する情

報交換並びに管区気象台等との強風対策、突風対策等の情報交換を行う。

さらに、鉄軌道の運転管理者会議を開催し、運転管理者の運転に係る最新の知見の

習得及び安全意識の高揚を図る。

オオオオ 気象情報等気象情報等気象情報等気象情報等のののの充実充実充実充実

気象台においては、鉄道交通に影響を及ぼす台風、大雨、竜巻等の激しい突風、地

震、津波、火山噴火等の自然現象について、的確な実況監視を行い、関係機関、乗務

員等が必要な措置を迅速にとり得るよう予報・警報等を適時・適切に発表して事故の

防止・軽減に努める。また、これらの情報の内容の充実と効果的利活用の促進を図る

ため、本計画書４４ページの「３ 安全運転の確保 (6)道路交通に関する情報の充実」

で述べた気象観測予報体制の整備、地震・津波・火山監視体制の整備、各種情報の提

供、気象知識等の普及を行う。

特に、竜巻等の激しい突風による列車転覆等の被害の防止に資するため、竜巻

注意情報を適時・適切に発表するとともに、突風等に関する短時間予測情報を平成

２２年度から提供する。また、走行中の列車における地震発生時の転覆等の被害の

防止に資するため、緊急地震速報の鉄道交通における利活用の推進を図る。

カカカカ 気象情報等気象情報等気象情報等気象情報等にににに基基基基づくづくづくづく安全対策等安全対策等安全対策等安全対策等

鉄道事業者においては、鉄道交通に影響を及ぼす自然現象を的確に把握し、気象

等に関する予報、警報等を早期に収集・把握して運行管理へ反映させることで、鉄

道施設の被害軽減及び列車の安全運行の確保に努める。また、災害発生時、異常時

における地域連絡通報体制の確立を図るとともに、「線路等災害警備計画」等によ

る警備の確実な実施を行う。

キキキキ 鉄道事故原因究明体制鉄道事故原因究明体制鉄道事故原因究明体制鉄道事故原因究明体制のののの強化等強化等強化等強化等

鉄道事故及び重大インシデントの原因究明の調査を迅速かつ適確に行い、鉄道事故

の防止に寄与するため、事故調査職員の専門調査技術の向上を図るとともに、各種調

査用機器の充実に努める。
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また、人員の増強等の体制の整備にも努める。

交通安全実施計画の実績（平成２１年度）

○ 鉄道事故防止に関する広報啓発活動

・ 春・秋の全国交通安全運動

・ 高齢者交通安全運動

・ 年末年始輸送安全総点検

・ 年末年始の交通安全県民運動

・ 踏切事故防止キャンペーン

○ 気象情報等の充実

本計画書４４ページの「３ 安全運転の確保 (6)道路交通に関する情報の充実」の

実績に同じ。
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項 目 ９ 踏切道における交通安全の 機 関 名 四国運輸局

対策 四国旅客鉄道株式会社

警察本部交通規制課

種 別 (1) 踏切道の立体交差化及び構

造の改良の促進

(2) 踏切保安設備の整備及び交

通規制の実施

計画の実施方針及び重点（平成２２年度）

((((1111)))) 踏切道踏切道踏切道踏切道のののの立体交差化及立体交差化及立体交差化及立体交差化及びびびび構造構造構造構造のののの改良改良改良改良のののの促進促進促進促進

立体交差化までに時間のかかる遮断時間の長い踏切等について、効果の早期発現を

図るための構造改良に取り組む。

また、歩道が狭隘な踏切等における歩行者安全対策のための構造改良を強力に推進

する。

さらに、主要な道路との交差にかかわるもの等については、抜本的な交通安全対策

である連続立体交差化等により、踏切道の除却を促進するとともに、道路の新設・改

築等に当たっても、極力立体交差化を図る。

以上の構造改良による「速効対策」と立体交差化の「抜本対策」との両輪による総

合的な対策を重点的に推進する。

((((2222）））） 踏切保安設備踏切保安設備踏切保安設備踏切保安設備のののの整備及整備及整備及整備及びびびび交通規制交通規制交通規制交通規制のののの実施実施実施実施

踏切遮断機の整備された踏切道は、踏切遮断機の整備されていない踏切道に比べて

事故発生率が低いことから、踏切道の利用状況、踏切道の幅員、交通規制の実施状況

等を勘案し、着実に踏切遮断機の整備を行う。

また、自動車交通量の多い踏切道については、道路交通の状況、事故の発生状況等

を勘案して必要に応じ、障害物検知装置等、より事故防止効果の高い踏切保安設備の

整備を進める。

警察においては、道路の交通量、踏切道の幅員、踏切保安施設の整備状況、迂回路

の状況等を勘案し、必要に応じ、自動車通行止め、大型自動車通行止め、一方通行等

の交通規制を実施するとともに、併せて道路標識等の大型化、高輝度化による視認性

の向上を図る。

交通安全実施計画の実績（平成２１年度）

○ 踏切道整備実施 （単位:千円）

種 別 区 分 事 業 量 事 業 費

踏 切 拡 幅 ０ 箇所 ０
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参考資料

交 通 安 全 対 策 基 本 法交 通 安 全 対 策 基 本 法交 通 安 全 対 策 基 本 法交 通 安 全 対 策 基 本 法（（（（抜粋抜粋抜粋抜粋））））

昭和４５年６月１日

法律第１１０号

（（（（都道府県交通安全対策会議都道府県交通安全対策会議都道府県交通安全対策会議都道府県交通安全対策会議のののの設置及設置及設置及設置及びびびび所掌事務所掌事務所掌事務所掌事務））））

第１６条 都道府県に、都道府県交通安全対策会議を置く。

２ 都道府県交通安全対策会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 都道府県交通安全計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、都道府県の区域における陸上交通の安全に関する総合的

な施策の企画に関して審議し、及びその施策の実施を推進すること。

３ 都道府県の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の実施に関し、都道府

県並びに関係指定地方行政機関及び関係市町村相互間の連絡調整を図ること。

（（（（都道府県交通安全対策会議都道府県交通安全対策会議都道府県交通安全対策会議都道府県交通安全対策会議のののの組織等組織等組織等組織等））））

第１７条 都道府県交通安全対策会議は、会長及び委員をもって組織する。

２ 会長は、都道府県知事をもって充てる。

３ 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 都道府県の区域の全部又は一部を管轄する指定地方行政機関の長又はその指名する

職員

(2) 都道府県教育委員会の教育長

(3) 警視総監又は都道府県警察本部長

(4) 都道府県知事が都道府県の部内の職員のうちから指名する者

(5) 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１９条第１項の指定都市を包

括する都道府県にあっては、指定都市の長又はその指名する職員

(6) 都道府県の区域内の市町村の市町村長及び消防機関の長のうちから都道府県知事が

任命する者

４ 都道府県交通安全対策会議に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、特別

委員を置くことができる。

５ 前各項に定めるもののほか、都道府県交通安全対策会議の組織及び運営に関し必要な

事項は、政令で定める基準に従い、都道府県の条例で定める。

（（（（都道府県交通安全計画等都道府県交通安全計画等都道府県交通安全計画等都道府県交通安全計画等））））

第２５条 都道府県交通安全対策会議は、交通安全基本計画（陸上交通の安全にする部分

に限る。）に基づき、都道府県交通安全計画を作成しなければならない。

２ 都道府県交通安全計画は、次の各号に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 都道府県の区域における陸上交通の安全に関する総合的かつ長期的な施策の大網

(2) 前号に掲げるもののほか、都道府県の区域における陸上交通の安全に関する施策を
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総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

３ 都道府県交通安全対策会議は、毎年度、都道府県の区域における陸上交通の安全に関

し、当該区域の全部又は一部を管轄する指定地方行政機関及び都道府県が講ずべき施策

に関する計画（以下「都道府県交通安全実施計画」という。）を作成しなければならな

い。この場合において、都道府県交通安全実施計画は、交通安全業務計画（陸上交通の

安全に関する部分に限る。）に抵触するものであってはならない。

４ 都道府県交通安全対策会議は、第１項の規定により都道府県交通安全計画を作成した

ときは、すみやかに、これを内閣総理大臣及び指定行政機関の長に報告し、並びに都道

府県の区域内の市町村の長に通知するとともに、その要旨を公表しなければならない。

５ 都道府県交通安全対策会議は、第３項の規定により都道府県交通安全実施計画を作成

したときは、すみやかに、これを内閣総理大臣及び指定行政機関の長に報告するととも

に、都道府県の区域内の市町村の長に通知しなければならない。

６ 第４項の規定は都道府県交通安全計画の変更について、前項の規定は都道府県交通安

全実施計画の変更について準用する。

交 通 安 全 対 策 基 本 法 施 行 令交 通 安 全 対 策 基 本 法 施 行 令交 通 安 全 対 策 基 本 法 施 行 令交 通 安 全 対 策 基 本 法 施 行 令（（（（抜粋抜粋抜粋抜粋））））

昭和４５年６月８日
政 令 第 １ ７ ５ 号

（（（（都道府県交通安全対策会議都道府県交通安全対策会議都道府県交通安全対策会議都道府県交通安全対策会議のののの組織及組織及組織及組織及びびびび運営運営運営運営のののの基準基準基準基準））））

第５条 交通安全対策基本法（以下「法」という。）第１７条第５項の政令で定める基準

は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 会長は、会務を総理するものとする。

(2) 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理するも

のとする。

(3) 特別委員は、東日本高速道路株式会社その他の陸上交通に関する事業を営む公共的

機関の役員又は職員のうちから、都道府県知事が任命するものとする。

(4) 特別委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとす

る。

(5) 都道府県交通安全対策会議に、幹事を置くものとする。

(6) 幹事は、委員の属する機関の職員のうちから、都道府県知事が任命するものとする。

(7) 幹事は、都道府県交通安全対策会議の所掌事務について、会長、委員及び特別委員

を補佐するものとする。

(8) 委員、特別委員及び幹事は、非常勤とするものとする。

(9) 前各号に定めるもののほか、都道府県交通安全対策会議の議事その他会議の運営に

関し必要な事項は、会長が都道府県交通安全対策会議にはかって定めるものとする。
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徳 島 県 交 通 安 全 対 策 会 議 条 例徳 島 県 交 通 安 全 対 策 会 議 条 例徳 島 県 交 通 安 全 対 策 会 議 条 例徳 島 県 交 通 安 全 対 策 会 議 条 例

昭和４５年徳島県条例第４８号

（（（（趣 旨趣 旨趣 旨趣 旨））））

第１条 この条例は、交通安全対策基本法（昭和４５年法律第１１０号）第１７条第５項

の規定に基づき、徳島県交通安全対策会議（以下「会議」という。）の組織及び運営に

関し必要な事項を定めるものとする。

（（（（会 長会 長会 長会 長））））

第２条 会長は、会務を総理する。

２ 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

（（（（委員及委員及委員及委員及びびびび特別委員特別委員特別委員特別委員））））

第３条 部内の職員のうちから指名される委員並びに市長村長及び消防機関の長のうちか

ら任命される委員の定数は、１０人以内とする。

２ 市町村長及び消防機関の長のうちから任命される委員の任期は、２年とする。ただし、

補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

３ 前項の委員は、再任されることができる。

４ 特別委員は、西日本高速道路株式会社・四国旅客鉄道株式会社その他の陸上交通に関

する事業を営む公共的機関の役員又は職員のうちから、知事が任命する。

５ 特別委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。

６ 委員及び特別委員は、非常勤とする。

（（（（幹 事幹 事幹 事幹 事））））

第４条 会議に、幹事３０人以内を置く。

２ 幹事は、委員の属する機関の職員のうちから、知事が任命する。

３ 幹事は、会議の所掌事務について、会長、委員及び特別委員を補佐する。

４ 幹事は、非常勤とする。

（（（（雑 則雑 則雑 則雑 則））））

第５条 この条例に定めるもののほか、会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、

会長が会議にはかって定める。

附 則附 則附 則附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則附 則附 則附 則 （昭和６２年条例第２号）

この条例は、昭和６２年４月１日から施行する。

附 則附 則附 則附 則 （平成５年条例第２２号）

この条例は、公布の日から施行する。

附 則附 則附 則附 則 （平成１７年条例第１０３号）

この条例は、公布の日から施行する。
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